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平成２８年度 新春講演会開催 

             総務委員会 野澤 勉（(一社)埼玉県環境検査研究協会） 

平成２８年度の埼玉県環境計量協議会・新春講演会及び意見交換会が平成２９年１月２

７日(金)、大宮サンパレスにて多くの方々にご参加(４５名)いただき開催しました。 

平成２８年度の新春講演会の内容は、（１）株式会社環境分析研究所 代表取締役社長 

菊池 美保子様による「中小企業がベトナムの水質向上に挑戦 ～JICA 採択から現地活動

まで～」、(２)講師 一般社団法人日本環境測定分析協会 会長 田中 正廣様による「環

境分析の今（省庁・日環協の動き）＆分析事業のこれから」の２つの講演が行われました。 

講演に先立ち、当協議会 山﨑研一会長より次の挨拶がありました。 

 

【山﨑会長の挨拶】 

新年あけましておめでとうございます。 

 皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。 

 平成２９年の念頭に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

昨年を振り返りますと、中国の海洋進出、ヨーロッパで

の移民問題、イスラム過激派によるテロが頻発するなど世

界各地で色々な出来事が起こりました。また、アメリカの

大統領選挙ではトランプ氏が当選し、イギリスでは国民投

票の結果 EU から離脱が決まるなど事前の予想とは違った

大きな出来事が起き、何か時代の新たな変化が起こりそう

なきっかけとなる１年であったと思います。 

一方日本でも、相変わらずデフレ現象が続いており、地政学的にも日本を取り巻く状況

が混沌としてキナ臭さを感じる状況となっていると思います。 

さて、我々の環境計量証明業界も相変わらず低価格の課題が継続しており、厳しい経営

環境が続いています。 

このような状況の下、埼環協では平成２３年の２月に埼玉県に「業務委託入札における

最低価格制度の導入」を含め三点の要望書を提出し、昨年の１月２０日には再度「業務委

託入札における最低制限価格制度の導入」含め四点の要望書を改めて提出したところです。 

具体的には、 

1. 業務委託入札における最低制限価格制度の導入。 

2. 環境部内における業務委託設計用の歩掛かりの設定とその統一的活用。 

3. 精度管理や技術研さんを目的とした、当協議会との協同的な取り組みの推進。 

4. 県内で計量証明事業所の登録し、かつ、当協議会が精度管理を目的に定期的に実施

している共同実験（クロスチェック試験）などに参加している計量証明事業所の優

先的な利用。 

１．新春講演会開催報告１．新春講演会開催報告１．新春講演会開催報告１．新春講演会開催報告    

埼環協 山﨑会長 
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という内容でございます。 

 そして、今年度初めから県との勉強会を通じて県当局と意見交換してきた結果、昨年末

の１２月２２日に口頭で回答があり、この１月１０日に文書による正式な回答をいただい

たところです。 

回答としては、平成２９年度から「一部事業に最低制限価格制度を試行的に導入」、「予

算の範囲内で最新の物価本や参考見積に基づく市場調査により積算する」等の回答をいた

だきました。 

平成２３年から約５年を経過し、なんとかここまで来ることができましたが、まだ道半

ばでございます。今後交渉の対象となる市町村を含め埼環協としての最終目標達成に向け

て会員の皆様のさらなるご協力を節にお願いいたします。 

さて今年の干支は酉、そもそも十二支は、古代中国で時間や月日をはかるためのものと

して使われており、それらには動物の意味はなく、庶民が十二支を覚えやすくするために

身近な動物が当てはめられたということのようです。「酉」という文字は酒ツボの形から出

来た字で、その意味は収穫した作物から酒をつくるという意味や、収穫できる状態つまり

「実る」ということも表しているとのことです。また言葉の語呂合わせからも、「とり」は

「とりこむ」と言われ、商売などでは縁起の良い干支でもあるとも言われています。今年

の干支「酉」にあやかり、本年が埼環協にて今まで取り組んできた低価格等の課題に対す

る活動が実を結び、そこから新たな展開が生まれる縁起良き１年でありますよう願ってお

ります。 

終わりに、本年も埼環協及び会員事業所のご発展と並びにご参会の皆様のご健勝を、ま

た関係各位の皆様の相変わらずのご厚情を賜りますよう祈念申し上げまして、新年の挨拶

とさせていただきます。 

 

新年の挨拶に続き、次のご講演をいただきました。 

 

【講演１】 

「中小企業がベトナムの水質向上に挑戦 ～JICA採択から現地活動まで～」と題して株

式会社環境分析研究所 代表取締役社長 菊池 美保子様からご講演いただきました。 

講演概要 

・ベトナムの紹介 

・ベトナムを選択した理由 

・ＪＩＣＡ中小企業案件化調査応募までの経緯  

・事業の紹介 

・ベトナム進出の目的 

・海外事業を進めるためには… 

講演の詳細については、講演資料を掲載いたします。  

株式会社環境分析研究所 
菊池 様 
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【講演２】 

「環境分析の今（省庁・日環協の動き）＆分析事業のこれから」と題して一般社団法人

日本環境測定分析協会 会長 田中 正廣様からご講演いた

だきました。 

講演概要 

・日環協とは？日環協の活動紹介 

・経産省・国交省・厚労省の動向から 

・計量審議会答申の中から 

・今後混乱が予想される石綿国内分析法 

・分析会社も対象となるリスクアセスメント 

・監督署が試験研究機関への立入り強化 

・これからの“環境分析・分析事業”をどう考えるか？ 

  

２つの講演は環境計量事業に携わる我々にとってとても参考になるとともに、糧となる

貴重な内容でした。生で語られる内容にとても参加者全員、聴き入っておりました。また

公演後には質疑応答にも応じていただきました。 

 

講演会の終了後、ご講演いただきました菊池先生、田中先生を交え、意見交換会を大宮

サンパレス 華宴の間にて開催致しました。 

意見交換会では、ご講演をいただいた一般社団法人日本環境測

定分析協会 田中会長 にご挨拶と乾杯の発声をいただき、短い

時間ではありましたが、情報・意見の交換など交流を深め有意義

な時間を過ごすことができました。 

 

また途中には、平成２８年度に新しく会員になられた、大阿蘇

水質管理株式会社 江藤 真吾社長にもご挨拶を頂きました。 

最後に当協議会の吉田副会長より中締めの挨拶があり閉会いた

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員の大阿蘇水質管理
株式会社 江藤 様 

日環協 田中 様 

意見交流会 埼環協 吉田副会長の挨拶 
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埼玉県環境部へ提出した要望書に対する埼玉県環境部の回答 

一般社団法人 埼玉県環境計量協議会 

会長 山﨑 研一 

 

環境計量証明事業は、環境社会の構築の基礎となるデータを提供する重要な業務であり

ます。東京都の築地市場の豊洲移転問題でも見られるように、提供されるデータによって

は従来の施策や計画が再検討されるなど、常に正しい再現性のあるデータを提供すること

が我々の責務といえます。そのためには、安定した経営基盤、確かな技術力が不可欠であ

ることは言うまでもありません。  

しかしながら、ここ十年近く官公庁発注の業務を中心に全国的に低価格による受託が続

いており、環境計量証明事業の経営基盤を揺るがす大きな課題となっています。会社存続

のために環境計量証明事業からの撤退、廃止、新たな事業分野への進出又は他の企業によ

る買収や合併などの現象も垣間見られるようになり、環境計量証明事業の将来には明るい

未来が見えない状況となっていると思います。 

 

さて、全国には概ね各都道府県に環境計量証明事業者の団体（都道府県単）が組織化さ

れており、各県単でも低価格等の同じ課題を抱えながら日々活動をしています。埼環協も

埼環協の事業の一つとして、首都圏環境計量証明事業所連絡会（東京都、神奈川県、千葉

県、埼玉県の各都県単で構成）の一員として、低価格の問題解決に向けて様々な活動を行

ってまいりました。本年 2月には、首都圏の主催事業として東京国際フォーラムで「平成

28 年度環境計量証明事業団体合同研修会」を開催し、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

愛知県、大阪府、広島県の各都府県単の方々と「広島県・広島市の入札制度改革の取り組

み」の講演や各県単活動の情報交換を行いました。詳細は、このニュースの 55ページに記

載されておりますので参考にご覧ください。 

 

埼玉県でも同様にここ十年以上も前から低価格の問題が続いており、埼環協でもこの課

題の解決を目指して平成 23年の 2月に「業務委託入札における最低価格制度の導入」を含

め三点の要望を記載しました要望書を環境部長に提出しました。平成 25年 4月 1日には、

社会に認知される人格を持った法人として並びに組織基盤を強化することを目的として任

意団体から一般社団法人に改組し、昨年の 1月 20日には「業務委託入札における最低制限

価格制度の導入」含め四点の要望を記載しました要望書を改めて環境部長に提出したとこ

ろです。 

 

昨年度の始めからは提出しました要望の内容について県当局と勉強会を開催し、その内

容に係る様々なテーマについて意見交換を行ってまいりました。その結果、昨年末の 12

月 22日に口頭で要望書に対するご回答があり、この１月 10日には文書により環境部長か

ら正式なご回答をいただいたところです。 

２．埼玉県環境部からの要望書の回答２．埼玉県環境部からの要望書の回答２．埼玉県環境部からの要望書の回答２．埼玉県環境部からの要望書の回答に関してに関してに関してに関して 
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昨年提出した要望書の内容は以下の四点です。 

1. 業務委託入札における最低制限価格制度の導入。 

2. 環境部内における業務委託設計用の歩掛かりの設定とその統一的活用。 

3. 精度管理や技術研さんを目的とした、当協議会との協同的な取り組みの推進。 

4. 県内で計量証明事業所の登録し、かつ、当協議会が精度管理を目的に定期的に実

施している共同実験（クロスチェック試験）などに参加している計量証明事業所

の優先的な利用。 

 

 埼環協会員の皆様には、本年 2月 1日付け発行の埼環協通信 1702号で回答の詳細を報告

申し上げましたが、頂いたご回答の内容は以下のとおりです。 

① 平成 29年度から、環境管理事務所発注の「ばい煙測定業務委託」及び「排水分析

業務委託」に対し、平成29年度から最低制限価格制度を試行的に導入いたします。 

② 統一的な歩掛かりの設定は行いませんが、予算の範囲内で、最新の物価本や参考

見積に基づく市場価格の調査により積算してまいります。 

③ 県では 10年以上にわたって、同一検体を各事業者が分析し、その分析結果につい

て評価する精度管理事業を実施しています。 

精度管理事業を実施する中で、精度管理や技術研さんについて活発に意見交換を

行ってまいります。 

④ 国、県などで精度管理が実施されていることから、貴協議会の事業に参加してい

る計量証明事業所のみを優先することは考えていません。 

 

 

一方、土木関係等他の部局から発注される河川調査等の業務には、環境計量証明業務と

同等の業務内容にも係らず、適正に業務を履行するための担保として最低制限価格制度が

設定されており、同一行政からの発注として土木関係と環境計量証明業務関係の違いに矛

盾も感じています。 

 

残念ながら、今回、要望に対するご回答は全体としては満足できる内容ではありません

が、平成 23年に初めて要望書を提出してから約 5年が経過し、なんとかここまで来ること

ができました。埼環協として今後交渉の対象となる市町村を含め目標達成に向けてさらな

る活動をしていきたいと存じます。 

（以上） 
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県内市町村の浄化槽設置補助金制度 

～平成 28年度の受付状況～ 

 

広報委員会編集 

 

川の汚れの約 7割は家庭からの生活排水が原因となっています。し尿のみ処理する単独

処理浄化槽から、し尿及び生活雑排水（台所、洗濯、風呂等）を処理する合併処理浄化槽

への転換により、家庭から出る生活排水の汚れを約 8分の 1まで減らすことができます。 

浄化槽法では、平成 12 年の改正で、すべての生活排水を処理する合併処理浄化槽のみ

を「浄化槽」としており、単独処理浄化槽（現行法では、「みなし浄化槽」と定義される。）

を使用している方は合併処理浄化槽への転換に努めることとされています。 

 

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換（入れ替え）に関して、県内の多くの市町

村は補助制度を設けています。 

補助制度への申請受付は年度毎に行われており、平成 28年度の受付は終了しましたが、

平成 29年度も同様の制度が設けられる見込みです。 

参考までに平成 28年度の受付状況（平成 29年 2月 28日、埼玉県公表）は、別紙(次頁)

のとおりとなっています。 

 

きれいな川を次世代に残すため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願い

します。 

 

＜参考＞ 

・浄化槽とは・浄化槽とは・浄化槽とは・浄化槽とは    

浄化槽とは、公共下水道等が利用できない地域において、各家庭等から出る、し尿と併

せ生活雑排水（台所、洗濯、風呂等の排水）を処理・消毒し、河川などの公共用水域等

へ放流する設備等をいいます（家の敷地内等に埋まっています）。 

・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い    

・単独処理浄化槽：し尿のみを処理します。 

・合併処理浄化槽：すべての生活排水（し尿と生活雑排水）を処理します。 

・個人設置型と市町村整備型・個人設置型と市町村整備型・個人設置型と市町村整備型・個人設置型と市町村整備型        

浄化槽の整備については、市町村により個人設置型と市町村整備型に分かれています。 

・個人設置型 ：合併処理浄化槽を個人が設置します。本体設置費用の一部について補

助制度があります。 

※ 配管費、単独処理浄化槽等の撤去費の一部を補助対象としている

市町村もあります。 

・市町村整備型：合併処理浄化槽を市町村が設置します(一部住民負担有)。配管費、単

独処理浄化槽等の撤去費の一部について補助制度があります。 

３３３３. 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県情報情報情報情報  
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置
型
と

市
町

村
整

備
型

に
分
か

れ
て

い
ま

す
＞

【
個

人
設
置
型
】
合
併

処
理

浄
化

槽
を

個
人

が
設
置

し
ま

す
。

本
体
設
置

費
用

の
一

部
に

つ
い

て
補

助
制

度
が
あ

り
ま

す
。

 ※
配

管
費

、
単

独
処

理
浄

化
槽

等
の
撤
去

費
の

一
部

を
補

助
対

象
と

し
て

い
る

市
町

村
も
あ

り
ま

す
。

平
成

2
8
年

度
合
併

処
理

浄
化

槽
設
置

補
助

金
額

（
５

人
槽

の
場

合
の

上
限

額
）
　

(単
位
：
円
)

平
成

2
7
年

度
と
比
較

し
て
総

額
1
0
万

円
以

上
の
増

額

本
体

工
事

に
要

す
る

費
用

詳
細

に
つ

い
て

は
「
申

請
の
手
引

き
」
を
確
認

の
こ
と

－
8

加
須

市
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
1
8
0
,0

0
0
円

2
4
0
,0

0
0
円
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 1
7

入
間

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
０

 基
 4

4
4
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
2
0
,0

0
0
円

－
環

境
課

0
4
-
2
9
6
4
-
1
1
1
1

内
線

（
3
2
2
5
・
3
2
2
2
）

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

ir
u
m

a.
sa

it
am

a
.jp

/
su

m
ai

_k
u
ra

sh
i/

su
m

ai
_k

an
ky

o
/
jo

u
k

as
o
u
h
o
jo

.h
tm

l
平

成
2
8
年

１
２

月
１

日
時

点
平

成
2
9
年

2
月

1
日

予
算

に
限

り
が

あ
る

た
め

申
請

前
に

要
相

談

1
8

新
座

市
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 １

 基
3
3
2
,0

0
0
円

-
-

-
環

境
対

策
課

0
4
8
-
4
2
4
-
2
6
2
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

n
iiz

a.
lg

.jp
/
s
o
s
h
ik

i
/
1
5
/
jy

o
u
ka

so
u
h
o
jy

o
.h

tm
l

平
成

2
8
年

１
０

月
４

日
時

点
工

事
着

工
日

2
週

間
前

又
は

平
成

2
8
年

1
2
月

2
8
日

の
い

ず
れ

か
の

早
い

日

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

1
9

桶
川

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
0
基

3
5
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
8
0
,0

0
0
円

○
環

境
課

0
4
8
-
7
8
6
-
3
2
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

o
ke

ga
w

a.
lg

.jp
/
ku

r
as

h
i/

2
1
/
8
6
/
p
0
0
0
3
4
9
.h

tm
l

平
成

2
8
年

4
月

1
4
日

時
点

受
付

終
了

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

2
0

久
喜

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

 基
4
3
2
,0

0
0
円

5
0
,0

0
0
円

以
内

1
9
0
,0

0
0
円

以
内

－
下

水
道

業
務

課
0
4
8
0
-
5
8
-
1
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

k
u
k
i.l
g.

jp
/

受
付

終
了

平
成

2
8
年

5
月

2
0
日

申
請

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

2
1

北
本

市
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 ３

基
程

度
3
8
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
0
0
,0

0
0
円

－
環

境
課

0
4
8
-
5
9
1
-
1
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

k
it
a
m

o
to

.s
ai

ta
m

a
.j

p/
so

sh
ik

i/
s
h
im

in
ke

iz
ai

/
ka

n
ky

o
u
/

gy
o
m

u
/
g2

2
/
1
4
1
6
9
1
9
2
1
9
8
5
0
.h

tm
l
平

成
２

９
年

１
月

４
日

時
点

予
定

基
数

終
了

ま
で

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

2
2

八
潮

市
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 ７

 基
3
6
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
8
0
,0

0
0
円

○
環

境
リ

サ
イ

ク
ル

課
0
4
8
-
9
9
6
-
2
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

,c
it
y.

y
as

h
io

.lg
.jp

/
sm

p
h

/
ku

ra
sh

i/
g
o
m

i_
ka

n
ky

o
/
jo

ka
so

/
s
e
i

do
.h

tm
l

平
成

2
8
年

1
1
月

2
2
日

時
点

平
成

2
9
年

2
月

頃
申

請
の

際
は

事
前

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

2
3

三
郷

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

 基
4
3
2
,0

0
0
円

9
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

〇
ク

リ
ー

ン
ラ

イ
フ

課
0
4
8
-
9
3
0
-
7
7
1
8

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

m
is

at
o
.lg

.jp
/
6
8
7
1
.

h
tm

平
成

2
8
年

１
２

月
２

日
時

点
平

成
2
9
年

1
月

末
頃

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

2
4

蓮
田

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

 基
3
5
2
,0

0
0
円

○
下

水
道

課
0
4
8
-
7
6
8
-
1
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

h
as

u
d
a.

sa
it
am

a
.jp

/
ge

su
i/

m
ac

h
i/

su
id

o
/
jo

ka
s
o
/
h
o
jo

ki
n
/
jo

ka
s
o
2
7
.h

tm
l

平
成

2
8
年

１
１

月
１

６
日

時
点

未
定

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

2
5

坂
戸

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 0

 基
4
4
4
,0

0
0
円

8
0
,0

0
0
円

1
5
0
,0

0
0
円

－
環

境
保

全
課

0
4
9
-
2
8
3
-
1
0
7
8

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

s
ak

ad
o
.lg

.jp
/
2
3
,1

5
6
7
,2

0
8
,7

7
0
.h

tm
l

平
成

2
8
年

８
月

１
日

時
点

平
成

2
9
年

1
月

頃
条

件
等

が
あ

る
の

で
、

申
請

前
に

一
度

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

2
6

幸
手

市
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 ６

 基
3
5
2
,0

0
0
円

○
環

境
課

0
4
8
0
-
4
8
-
0
3
3
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

s
at

te
.lg

.jp
/
ka

/
si

m
in

-
s
e
ik

at
u
-
bu

/
ka

n
ky

o
u
/
s
im

in
-

be
n
ri
ty

o
u
/
jo

u
k
as

o
u
-
h
o
jo

.h
tm

平
成

2
8
年

２
月

１
日

時
点

平
成

2
9
年

3
月

2
0
日

ま
で

に
実

績
報

告
書

が
提

出
さ

れ
る

こ
と

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

2
7

鶴
ヶ

島
市

受
付

中
受

付
中

受
付

中
受

付
中

残
り

 ２
 基

3
5
2
,0

0
0
円

9
0
,0

0
0
円

1
4
5
,0

0
0
円

○
生

活
環

境
課

0
4
9
-
2
7
1
-
1
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

ts
u
ru

ga
sh

im
a.

lg
.jp

/
pa

ge
/
pa

ge
0
0
1
5
0
9
.h

tm
l

平
成

2
8
年

１
０

月
１

日
時

点
平

成
2
8
年

1
2
月

2
8
日

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

2
8

日
高

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
キ

ャ
ン

セ
ル

待
ち

6
3
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

○
環

境
課

0
4
2
-
9
8
9
-
2
1
1
1
（
代

）
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

h
id

ak
a.

lg
.jp

/
6
,5

3
1

2
9
,1

6
,1

9
1
.h

tm
l

平
成

2
8
年

１
月

４
日

時
点

平
成

2
8
年

1
2
月

末
日

相
談

等
あ

り
ま

し
た

ら
、

環
境

課
へ

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

2
9

吉
川

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

 基
4
0
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
8
0
,0

0
0
円

－
環

境
課

0
4
8
-
9
8
2
-
9
6
9
8

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

y
o
s
h
ik

a
w

a
.s

ai
ta

m
a.

jp
/
in

de
x.

c
fm

/
2
3
,5

4
9
1
6
,1

2
3
,7

0
4
,

h
tm

l
平

成
2
8
年

１
１

月
７

日
時

点
予

定
基

数
終

了
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

。

3
0

白
岡

市
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
3
5
2
,0

0
0
円

9
0
,0

0
0
円

（
単

独
処

理
浄

化
槽
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6
0
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0
0
円

（
汲

み
取

り
便

槽
）

1
8
0
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0
0
円

○
下

水
道

課
0
4
8
0
-
9
2
-
1
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4
5

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

s
h
ir
ao

ka
.lg

.jp
/

平
成

2
8
年

6
月

3
0
日

時
点

未
定

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

3
1

伊
奈

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

 基
3
5
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
4
0
,0

0
0
円

－
環

境
対

策
課

0
4
8
-
7
2
1
-
2
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.s

a
it
a
m

a-
in

a.
lg

.jp
/
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
.h

tm
l

平
成

2
8
年

７
月

１
日

時
点

平
成

2
9
年

2
月

2
8
日

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

3
2

毛
呂

山
町

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

残
り

 ０
 基

3
6
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
3
0
,0

0
0
円

○
生

活
環

境
課

0
4
9
-
2
9
5
-
2
1
1
2

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.m

o
ro

y
am

a.
sa

it
a

m
a.

jp
/
w

w
w

/
c
o
n
te

n
ts

/
1
3
9
1
4
8
2
7
0

9
5
6
8

平
成

2
8
年

7
月

１
９

日
時

点
平

成
2
9
年

2
月

1
7
日

3
3

越
生

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

基
3
8
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
3
0
,0

0
0
円

－
ま

ち
づ

く
り

整
備

課
0
4
9
-
2
9
2
-
3
1
2
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.o

go
se

.s
ai

ta
m

a.
jp

/
平

成
2
8
年

９
月

２
８

日
時

点
予

定
基

数
終

了
ま

で
申

請
の

際
は

事
前

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い

3
4

小
川

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
3
9
2
,0

0
0
円

2
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

―
上

下
水

道
課

0
4
9
3
－

7
2
－

1
2
2
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.o

ga
w

a
.s

a
it
a
m

a.
jp

/
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7
.h

tm
l

平
成

2
9
年

１
月

２
６

日
時

点
平

成
2
8
年

1
2
月

2
8
日

相
談

等
あ

り
ま

し
た

ら
、

お
問

合
せ

く
だ

さ
い

。

3
5

川
島

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 ０

基
3
9
4
,0

0
0

6
0
,0

0
0
円

1
5
0
,0

0
0
円

○
町

民
生

活
課

0
4
9
-
2
9
9
-
1
7
3
4

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.k

a
w

aj
im

a.
sa

it
am

a.
jp

/
平

成
2
9
年

２
月

２
日

時
点

平
成

2
8
年

1
1
月

3
0
日

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

3
6

吉
見

町
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
3
0
基

新
設

　
1
5
0
,0

0
0
円

転
換

　
2
5
0
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

－
－

水
生

活
課

0
4
9
3
-
5
4
-
1
5
4
5

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.y

o
sh

im
i.s

ai
ta

m
a.

j
p/

se
c
ti
o
n
_g

e
su

id
o
u
_j
yo

u
ka

so
u
.h

t
m

l
平

成
2
8
年

４
月

１
日

時
点

予
定

基
数

終
了

ま
で

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

3
7

横
瀬

町
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 １

 基
4
2
0
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
0
0
,0

0
0
円

-
建

設
課

0
4
9
4
-
2
5
-
0
1
1
7

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.y

o
ko

ze
.s

ai
ta

m
a.

j
p/

lif
e
/
ku

ra
sh

i/
ge

su
id

o
u
.h

tm
l

平
成

２
９

年
１

月
４

日
時

点
平

成
2
9
年

2
月

中
旬

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

備
　

考
電

話
番

号
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
時

　
点

最
終

受
付

予
定

日

Ｈ
2
8
年

度
申

請
受

付
可

能
基

数
(目

安
）

市
町

村
担

当
課

既
存

単
独

処
理

浄
化

槽
及

び
汲

み
取

り
便

槽
の

処
分

に
要

す
る
費

用

配
管

工
事

に
要

す
る
費

用

番
号

市
町

村
名

Ｈ
2
8
年

度
補

助
申

請
受

付
状

況

平
成

2
8
年

度
合

併
処

理
浄

化
槽

設
置

補
助

金
額

（
５
人

槽
の

場
合

の
上

限
額

）
　

(単
位

：
円

)

平
成

2
7
年

度
と
比

較
し

て
総

額
1
0
万

円
以

上
の

増
額

本
体

工
事

に
要

す
る
費

用

2
4
0
,0

0
0
円

2
4
0
,0

0
0
円
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【
市

町
村

整
備

型
】
合

併
処

理
浄

化
槽

を
市

町
村

が
設

置
し

ま
す

（
一

部
住

民
負

担
有

）
。

 配
管

費
、

単
独

処
理

浄
化

槽
等

の
撤

去
費

の
一

部
に

つ
い

て
補

助
制

度
が

あ
り

ま
す

。

1
秩

父
市

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

０
基

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
1
0
0
,0

0
0
円

下
水

道
課

0
4
9
4
-
2
5
-
5
2
1
8

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
it
y.

c
h
ic

h
ib

u
.lg

.jp
/

平
成

2
8
年

１
２

月
３

日
時

点
平

成
2
8
年

1
1
月

3
0
日

2
滑

川
町

受
付

中
受

付
中

受
付

中
受

付
中

残
り

 ３
６

 基
-

－
1
0
2
,0

0
0
円

環
境

課
0
4
9
3
-
5
6
-
6
9
0
9

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.n

am
e
ga

w
a.

sa
it

am
a.

jp
/

平
成

2
8
年

１
１

月
４

日
時

点
平

成
2
9
年

2
月

末
日

3
嵐

山
町

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

０
基

-
1
0
0
,0

0
0
円

3
0
0
,0

0
0
円

○
9
2
,0

0
0
円

～
1
1
8
,0

0
0
円

上
下
水

道
課

0
4
9
3
-
6
2
-
0
7
2
8

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.r
an

za
n
.s

ai
ta

m
a

.jp
/

平
成

２
９

年
１

月
３

１
日

時
点

平
成

２
９

年
１

月
末

日
相

談
等

あ
り

ま
し

た
ら

、
お

問
合

せ
く

だ
さ

い
。

4
吉

見
町

受
付

中
受

付
中

受
付

中
受

付
中

残
り

5
基

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
1
0
2
,0

0
0
円

水
生

活
課

0
4
9
3
-
5
4
-
1
5
4
5

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.y

o
sh

im
i.s

ai
ta

m
a.

jp
/
se

c
ti
o
n
_g

e
su

id
o
u
_j
yo

u
ka

so
u

.h
tm

l
平

成
2
8
年

４
月

１
日

時
点

予
定

基
数

終
了

ま
で

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

5
鳩

山
町

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

受
付

終
了

０
基

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
1
0
2
,0

0
0
円

生
活

環
境

課
0
4
9
-
2
9
6
-
5
8
9
4

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.h

at
o
ya

m
a.

sa
it
a

m
a.

jp
/
ku

ra
sh

i/
ka

it
e
ki

/
sh

in
yo

/
1

4
4
8
5
9
2
9
5
4
8
8
7
.h

tm
l

平
成

２
９

年
１

月
３

１
日

時
点

平
成

2
9
年

1
月

3
1
日

公
共

下
水

道
認

可
区

域
、

農
業

集
落

排
水

事
業

実
施

地
区

は
除

く

6
と

き
が

わ
町

予
約

受
付

予
約

受
付

予
約

受
付

予
約

受
付

終
了

終
了

終
了

終
了

予
約

受
付

予
約

受
付

予
約

受
付

予
約

受
付

終
了

終
了

終
了

終
了

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－

標
準

仕
様

1
0
2
,0

0
0
円

耐
荷

重
仕

様
2
3
0
,1

0
0
円

建
設

環
境

課
０

４
９

３
－

６
５

－
０

８
１

４
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.t
o
w

n
.t
o
ki

ga
w

a.
lg

.jp
/
fo

rm
s/

to
p/

to
p.

as
px

平
成

２
９

年
２

月
１

日
時

点
予

約
受

付
終

了
予

約
受

付
終

了
予

約
受

付
終

了
予

約
受

付
終

了
１

２
月

２
６

日
ま

で
に

指
定

工
事

店
に

申
し

込
み

が
必

要
。

7
横

瀬
町

受
付

中
受

付
中

受
付

中
受

付
中

残
り

 ２
 基

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
0
円 ～

1
9
6
,5

6
0
円

建
設

課
0
4
9
4
-
2
5
-
0
1
1
7

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.y

o
ko

ze
.s

ai
ta

m
a.

jp
/
lif

e
/
ku

ra
sh

i/
ge

su
id

o
u
.h

tm
l

平
成

2
9
年

１
月

３
１

日
時

点
平

成
2
9
年

2
月

中
旬

8
小

鹿
野

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 0

 基
-

1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

-
標

準
8
0
,0

0
0
円

人
道

5
3
,0

0
0
円

衛
生

課
0
4
9
4
-
7
5
-
0
3
5
2

w
w

w
.t
o
w

n
.o

ga
n
o
.lg

.jp
/
in

de
x.

h
tm

l
平

成
2
9
年

１
月

３
１

日
時

点
平

成
2
9
年

1
月

3
1
日

9
東

秩
父

村
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 １

１
 基

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
1
0
2
,0

0
0
円

保
健

衛
生

課
0
4
9
3
-
8
2
-
1
7
7
7

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.v
ill

.h
ig

as
h
ic

h
ic

h
ib

u
.s

ai
ta

m
a.

jp
/

平
成

2
8
年

１
１

月
２

日
時

点
平

成
2
9
年

1
月

3
1
日

1
0

皆
野

・
長

瀞
下

水
道

組
合

受
付

中
受

付
中

受
付

中
受

付
中

備
考

参
照

-
1
0
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
1
0
2
,0

0
0
円

下
水

道
課

0
4
9
4
-
6
6
-
0
7
4
7

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
in

an
ag

a.
o
r.
jp

/
平

成
2
8
年

９
月

３
０

日
時

点
お

問
い

合
わ

せ
下

さ
い

当
初

予
定

数
は

終
了

し
ま

し
た

が
、

補
助

が
可

能
な

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

。

備
　

考

５
人

槽
の

場
合

の
分

担
金

（
ご

負
担

い
た

だ
く

金
額

）

市
町

村
担

当
課

電
話

番
号

市
町

村
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
最

終
受

付
予

定
日

時
　

点

3
0
0
,0

0
0
円

既
存

単
独

処
理

浄
化

槽
及

び
汲

み
取

り
便

槽
の

処
分

に
要

す
る

費
用

平
成

2
8
年

度
合

併
処

理
浄

化
槽

設
置

補
助

金
額

（
５

人
槽

の
場

合
の

上
限

額
）
　

(単
位

：
円

)

平
成

2
7
年

度
と

比
較

し
て

総
額

1
0
万

円
以

上
の
増

額

番
号

市
町

村
名

Ｈ
2
8
年

度

補
助

申
請

受
付
状

況
本
体

工
事

に
要

す
る

費
用

配
管

工
事

に
要

す
る

費
用

Ｈ
2
8
年

度
申

請
受

付
可

能
基

数
(目

安
）

3
8

皆
野

町
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
2
基

3
3
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
0
0
,0

0
0
円

－
町

民
生

活
課

0
4
9
4
-
6
2
-
1
2
3
2

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.m

in
an

o
.s

ai
ta

m
a.

j
p/

平
成

2
8
年

１
０

月
３

日
時

点
担

当
課

に
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

対
象

地
区

が
限

ら
れ

て
い

る
た

め
申

請
前

に
要

相
談

3
9

長
瀞

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

２
基

3
3
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

－
ー

町
民

課
0
4
9
4
-
6
6
-
3
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.n

ag
at

o
ro

.s
ai

ta
m

a.
jp

平
成

２
９

年
１

月
３

１
日

時
点

平
成

2
9
年

2
月

2
0
日

地
域

で
補

助
が

異
な

り
ま

す
の

で
必

ず
相

談
し

て
く

だ
さ

い
。

4
0

美
里

町
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
キ

ャ
ン

セ
ル

待
ち

3
5
2
,0

0
0
円

6
2
,0

0
0
円

1
0
0
,0

0
0
円

－
建

設
水

道
課

0
4
9
5
-
7
6
-
1
1
1
6

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.s

ai
ta

m
a-

m
is

a
to

.lg
.jp

/
平

成
2
8
年

１
１

月
２

１
日

時
点

平
成

2
8
年

1
2
月

2
2
日

予
定

数
に

達
し

て
も

、
補

助
が

可
能

な
場

合
が

あ
り

ま
す

の
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

4
1

神
川

町
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
残

り
 １

 基
3
5
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

1
0
0
,0

0
0
円

〇
防

災
環

境
課

0
4
9
5
-
7
7
-
2
1
2
4

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.k

am
ik

aw
a.

sa
it
am

a.
jp

/
平

成
2
8
年

８
月

１
日

時
点

担
当

課
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

4
2

上
里

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 0

 基

5
人

槽
3
5
2
,0

0
0
円

7
人

槽
4
3
4
,0

0
0
円

9
0
,0

0
0
円

（
単

独
処

理
浄

化
槽

）
6
0
,0

0
0
円

（
汲

み
取

り
便

槽
）

1
5
0
,0

0
0
円

○
く
ら

し
安

全
課

0
4
9
5
-
3
5
-
1
2
2
6

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.k

am
is

at
o
.s

ai
ta

m
a.

jp
/

平
成

2
8
年

８
月

１
日

時
点

平
成

2
8
年

7
月

2
7
日

4
3

寄
居

町
受

付
中

受
付

中
受

付
中

受
付

中
新

設
：
終

了
転

換
：
残

７
基

3
8
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

－
生

活
環

境
ｴ
ｺ
ﾀｳ

ﾝ
課

0
4
8
-
5
8
1
-
2
1
2
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.y

o
ri
i.s

ai
ta

m
a.

jp
/

平
成

2
8
年

１
０

月
１

日
時

点
担

当
課

に
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

4
4

宮
代

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 0

 基
3
5
2
,0

0
0
円

○
町

民
生

活
課

0
4
8
0
-
3
4
-
1
1
1
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.m

iy
as

h
ir
o
.s

ai
ta

m
a.

jp
/

平
成

2
8
年

８
月

１
６

日
時

点
平

成
2
9
年

1
月

2
7
日

申
請

の
際

は
事

前
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

4
5

杉
戸

町
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
受

付
終

了
残

り
 0

 基
3
8
2
,0

0
0
円

6
0
,0

0
0
円

2
0
0
,0

0
0
円

-
環

境
課

0
4
8
0
-
3
8
-
0
4
0
1

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
o
w

n
.s

u
gi

to
.lg

.jp
/
c
m

s
/
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法 規 制 の 改 正 等 の 情 報 

広報委員会 前田 博範（㈱環境管理センター） 

 

【環境省 2015年度の温室効果ガス排出量（速報値）を公表】 

 

環境省と国立環境研究所は 2016年 12月 6日、2015年度の我が国の温室効果ガス排出量

（速報値）をとりまとめた。 

 

2015年度の温室効果ガスの総排出量は、13億 2,100 万トン（CO2換算。以下同じ。）で

あり、前年度比は 3.0％減（2013年度比6.0％減、2005年度比5.2％減）であった。 

前年度からの減少要因としては、省エネの進展や再エネの導入拡大などにより、エネル

ギー起源のCO2排出量が減少したことなどが挙げられる。  

 

2005年度の総排出量（13億 9,300 万トン）と比べると、5.2％（7,200 万トン）減少し

ており、原因としては、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類（HFCs）の排出量

が増加した一方で、オゾン層破壊物質からの代替に伴い、産業部門や運輸部門におけるエ

ネルギー起源のCO2排出量が減少したことなどが挙げられる。 

 

※速報値の算定時点で2015年度の値が未公表のものは2014年度の値を代用しているため、

今回とりまとめた 2015年度速報値と、来年 4月に公表予定の 2015年度確報値との間で差

異が生じる可能性がある。 

 

◎2015年度（平成 27年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について（環境省） 

http://www.env.go.jp/press/103321.html 

 

 

【環境省 第四次環境基本計画の進捗状況の点検結果を公表】 

 

環境省は 2016年 11月 25 日、中央環境審議会がとりまとめた第四次環境基本計画の進

捗状況の第 4回点検結果について、同日の閣議にて報告した。 

 

今回の点検は同計画の最後の点検となる。 

このため、今回の点検においては、施策の進捗状況を確認するとともに、中央環境審議

会が指摘する事項は、各分野における諸課題の改善のみならず次期計画の策定に資するも

のとなるよう、これまでの点検結果を踏まえつつ、総合的な見地から今後の課題等がとり

まとめられた。

４４４４. 環境情報環境情報環境情報環境情報  
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主な今後の課題は以下の通り。 

１.地球温暖化に関する取組 

パリ協定の採択および発効を受け、今後は各国による「貢献」の着実な実施が重要。 

国内の取組の推進はもとより、国際的な詳細ルール作りや途上国の能力向上支援への積

極的な関与を通じ、世界全体の地球温暖化対策の推進に貢献してくべき。 

 

２.国際情勢に的確に対応した戦略的取組の推進 

次期計画の検討に当たり、持続可能な開発のための 2030 アジェンダの中核となる「持

続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals：SDGs）を踏まえたものとすること

が必要。 

 

３.物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組 

循環型社会形成に向けた取組を経済・社会課題として扱い、本年 5 月の G7 環境大臣会

合で合意された富山物質循環フレームワークを踏まえ、循環型社会の形成が雇用創出や経

済成長、地域の活性化等に繋がるよう、取組を強化すべき。  

 

◎第四次環境基本計画の進捗状況の点検結果（閣議報告）について（環境省） 

http://www.env.go.jp/press/103245.html 

 

 

【環境省 建物解体工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイ

ドライン（案）を公開】 

 

環境省は 2017年 2月 2日、「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリ

スクコミュニケーションガイドライン（案）」を公開した。 

 

建築物等の解体等工事に伴う石綿（アスベスト）の飛散は、社会的に強い関心が寄せら

れており、周辺住民の不安を解消し、より安全な解体等工事を進めるために、周辺住民等

との円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性が高まっている。 

このため、環境省では、「石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドラ

イン策定等検討会」（座長 小林悦夫公益財団法人ひょうご環境創造協会顧問）を設置し検

討を進めてきた。 

ガイドライン案は建築物等の解体等工事の発注者及び自主施工者に向けたもので、解体

等工事における石綿飛散防止対策に関するリスクコミュニケーションの基本的な考え方や

手順をとりまとめたものとなっている。また、参考資料として、リスクコミュニケーショ

ンの個別事例等も紹介している。 

  ガイドライン（案）の概要は以下のとおり。 

 

１.本ガイドライン策定について 

（1）石綿について 
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（2）本ガイドライン策定の趣旨 

（3）本ガイドラインが対象とする工事 

（4）本ガイドラインにおけるリスクコミュニケーションの定義と目的 

 

２.リスクコミュニケーションの手順 

（1）法条例等の規定の確認 

（2）周辺地域に関する情報の収集 

（3）石綿の使用の有無に関する事前調査 

（4）リスクコミュニケーションを行うための準備 

（5）リスクコミュニケーションの実施 

（6）実施時期ごとの留意事項 

（7）信頼性を高める追加的な対応 

 

３.石綿漏洩飛散事故発生時等のリスクコミュニケーション 

（1）新たな石綿含有建築材料発見時 

（2）石綿漏洩飛散事故発生時 

 

◎「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーション 

ガイドライン（案）」に関するパブリックコメントについて（環境省） 

http://www.env.go.jp/press/103563.html 

 

 

【環境省 環境測定分析統一精度管理調査の取りまとめ結果を公表】 

 

環境省は 2017年 1月 27日、「環境測定分析統一精度管理調査」の 2016年度調査結果を

取りまとめ、公表した。 

 

環境測定分析は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の法令や制度・施策を実施するた

めのすべての基礎であり、地方自治体や民間の環境測定分析機関において測定分析に携わ

っている技術者が、これを支えている。 

 

環境測定分析の方法は、法令等によって公定法として規定されている。しかし、試料の

採取・保管・前処理から、測定分析機器・薬品等の管理・調製・操作に至るまで、公定法

に規定されていない細部を含めて、測定分析に携わる技術者の技能・経験・考え方が、デ

ータの精度に大きな影響を及ぼす。 

そのため、環境省では、「環境測定分析統一精度管理に関する調査」を毎年度継続して

実施し、環境測定分析機関による測定分析の精度の向上及び信頼性の確保を図っている。 

本調査は、近年では 500前後の環境測定分析機関が参加する我が国でも最大規模の調査。 

また、長期的な計画に基づいて、幅広い試料や項目を対象とするとともに、試料ごとに

統計的な分析・評価を行い、その評価結果等についても明らかにされる。 
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2016年度は、（1）基本精度管理調査の調査項目として、廃棄物（ばいじん）試料の溶出

試験によって重金属類（鉛、六価クロム、銅、亜鉛）、（2）高等精度管理調査の調査項目と

して、模擬水質試料を用いて揮発性有機化合物（ジクロロメタン、トリクロロエチレン、

1,4-ジオキサン）、底質試料を用いてダイオキシン類について調査が実施された。 

 

今回の調査は、107の地方公共団体、335の民間企業から調査項目に係る回答があった。 

調査結果は、廃棄物（ばいじん）試料（溶出試験による）の鉛については、過去の結果

と比較して同等の結果であり、銅については、過去の結果と比較して試験液濃度が低くな

ったことを考慮すると、良好な結果が得られた。 

しかし、亜鉛については、比較的濃度が高かったにもかかわらず、鉛と比較して精度が

悪いという結果となった。また六価クロムについては、全体的に精度、正確さ（真度）と

も良好な結果ではなかった。 

模擬水質試料中の揮発性有機化合物（ジクロロメタン、トリクロロエチレン、1,4-ジオ

キサン）については、設定値と平均値がよく一致しており、精度も良好な結果であった。 

ダイオキシン類について底質試料としての追跡調査を行いましたが、異性体の項目によ

り精度は異なるが、全体的には過去の結果と比較すると、TEQ(Total)及び TEQ（PCDDs及び

PCDFs）に関する今年度の精度は、良くないという結果となった。 

 

◎環境測定分析統一精度管理調査に関する平成 28年度調査結果の取りまとめについて 

（環境省） 

http://www.env.go.jp/press/103536.html 

（以上） 
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平成２８年度 生物化学的酸素要求量（BOD）共同実験の結果について 

 

 技術委員会 浄土 真佐実（㈱東京久栄） 

 

1. はじめに 

生物化学的酸素要求量（以下 BOD）は、古くから水中の有機物量あるいは酸素要求ポテ

ンシャルの指標として主として河川水質、河川への排水水質の評価に用いられてきた。し

かし近年、本邦河川の水質汚濁は改善され、河川環境基準の BOD達成率が 90％以上となっ

たことや難分解性有機物汚染の評価ができないことなど、その指標性が低下し、有用性を

疑問視する向きもある。しかし、酸素要求ポテンシャルの指標としては有用で、河川環境

基準として今後も水質項目の一つとして運用されていくものと思われる。特に、埼玉県に

おいては、県内水域における河川が占める割合が多く、環境基準、排水基準として BOD分

析のニーズが高いことや、浄化槽検査における採水員制度に伴う指定計量証明事業所の技

術力担保が今後も必要である。これらを踏まえ埼環協では、今後も BODの共同実験を継続

して実施する予定である。 

本報告では、開始から 5 年目となる「平成 28年度 BOD共同実験」の結果を若干の解析

を加えて報告する。 

 

2. 共同実験概要 

2.1 参加事業所 

参加事業所一覧を、表 1に示した。 

浄化槽指定検査機関、指定計量証明事業者などの 28事業所が参加した。 

 

表1. 参加事業所一覧 

 

５５５５ . 埼環協共同実験報告埼環協共同実験報告埼環協共同実験報告埼環協共同実験報告  

アルファー･ラボラトリー㈱ ㈱高見沢分析化学研究所

エヌエス環境㈱東京支社 ㈱武田エンジニヤリング

大阿蘇水質管理㈱ ㈱東京久栄

㈱環境管理センター 北関東技術センター ㈱東京建設コンサルタント

㈱環境技研 東邦化研㈱

㈱環境工学研究所 内藤環境管理㈱

㈱環境総合研究所 日本総合住生活㈱

㈱環境テクノ ㈱本庄分析センター

㈱関東環境科学 前澤工業㈱

㈱熊谷環境分析センター 山根技研㈱

(一社)埼玉県環境検査研究協会技術本部 (一社）埼玉県浄化槽協会法定検査部

(一社)埼玉県環境検査研究協会西部支所 (一社）埼玉県浄化槽協会法定検査部支所

埼玉ゴム工業㈱ ㈱環境管理センター 東関東技術センター

㈱産業分析センター草加試験所 ㈱建設環境研究所

※結果表に示した事業所Noとの関連はありません。

事業所名（全28事業所）
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2.2 実施概要 

【工程】 

試料配布：平成 28年 10月 25日（ヤマト運輸クール宅急便、10/26着を想定） 

報告期限：平成 28年 11月 30日 

 

【方法】 

・分析方法：JIS K 0102 21に規定された方法 

・実施要領：配布試料を 50倍希釈（1Lメスフラスコと 20ml全量ピペットを用いる）し

たものを分析試料とし、1データを報告する。 

・報告事項：50倍希釈液の BOD濃度、分析開始・終了日、採用した希釈段階と DO消費％、

希釈水の BOD 濃度、植種希釈水の BOD 濃度、グルコース-グルタミン酸溶

液（JIS K0102規定）の BOD濃度、使用した希釈水の種類、DO測定法、希

釈・充填時及び DO測定時の温度管理の有無、使用植種の種類 

 

2.3 試料の調製 

 試料の調製、配布及び均一性・安定性試験測定は、技術委員有志が実施した。 

 

【使用試薬等】 

 使用試薬等一覧を表 2に示した。 

 

表2. 使用試薬等一覧 

 

 

【配布容器】 

ポリエチレン性製容器、容量 100ml 

 

【調製方法】 

各試薬の配布溶液調製濃度を表 3に、調製フローを図 1に示した。 

表 3に示した①～⑤の試薬をそれぞれ表 2の通りに採取し、精製水（⑥）に溶解、全量

を 10Lとした後、60試料分を配布容器に充填した。 

 

 

 

使用試薬類 グレード等 前処理等

① 塩化アンモニウム 関東化学㈱試薬特級 無処理

② 亜硝酸ナトリウム 関東化学㈱試薬特級 無処理

③ 硝酸カリウム 関東化学㈱試薬特級 無処理

④ D(+)-グルコース 関東化学㈱試薬特級 無処理

⑤ L-グルタミン酸 関東化学㈱試薬特級 無処理

⑥ 精製水 共栄製薬㈱日本薬局方 ‐



― ２５ ― 

 

表3. 各試薬の配布溶液調製濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1. 調製フロー 

 

 

 

項目項目項目項目 単位単位単位単位 配布溶液調製濃度配布溶液調製濃度配布溶液調製濃度配布溶液調製濃度

塩化アンモニウム塩化アンモニウム塩化アンモニウム塩化アンモニウム 250250250250

亜硝酸ナトリウム亜硝酸ナトリウム亜硝酸ナトリウム亜硝酸ナトリウム 49.949.949.949.9

硝酸カリウム硝酸カリウム硝酸カリウム硝酸カリウム 300300300300

D(+)-グルコースD(+)-グルコースD(+)-グルコースD(+)-グルコース 375375375375

L-グルタミン酸L-グルタミン酸L-グルタミン酸L-グルタミン酸 375375375375

㎎/L㎎/L㎎/L㎎/L

攪拌容器攪拌容器攪拌容器攪拌容器

精製水　適量精製水　適量精製水　適量精製水　適量

攪拌機で攪拌攪拌機で攪拌攪拌機で攪拌攪拌機で攪拌

D(+)-グルコース　3.75gD(+)-グルコース　3.75gD(+)-グルコース　3.75gD(+)-グルコース　3.75g

L-グルタミン酸 3.75gL-グルタミン酸 3.75gL-グルタミン酸 3.75gL-グルタミン酸 3.75g

塩化アンモニウム 9.55g塩化アンモニウム 9.55g塩化アンモニウム 9.55g塩化アンモニウム 9.55g

亜硝酸ナトリウム 2.46g亜硝酸ナトリウム 2.46g亜硝酸ナトリウム 2.46g亜硝酸ナトリウム 2.46g

硝酸カリウム 21.66g硝酸カリウム 21.66g硝酸カリウム 21.66g硝酸カリウム 21.66g

攪拌・溶解攪拌・溶解攪拌・溶解攪拌・溶解

精製水　総量10Lまで精製水　総量10Lまで精製水　総量10Lまで精製水　総量10Lまで

分取（100ml-PE容器）分取（100ml-PE容器）分取（100ml-PE容器）分取（100ml-PE容器）

60試料を作成、所定数を参加者に配布、5試料を抜き取り均一60試料を作成、所定数を参加者に配布、5試料を抜き取り均一60試料を作成、所定数を参加者に配布、5試料を抜き取り均一60試料を作成、所定数を参加者に配布、5試料を抜き取り均一

性試験を実施性試験を実施性試験を実施性試験を実施
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【調製目標濃度】 

調製濃度期待値を表 4に示した。 

調製は、50倍希釈後に BODとして浄化槽放流水（数～数十㎎／L）と同程度となることを目

途に実施した。調製試料（配布した試料）の BOD濃度は 550㎎／Lであり、50倍希釈後の調製

推定濃度は、約 11mg/Lである。 

 

表 4. 調製濃度期待値 

 

 

 

 

 

 

2.4 均一性の確認 

均一性試験の結果を表 5に示した。 

調製した 60試料の内の 5試料をランダムに抜き出し、TOC分析を各3回行って、配布試

料の均一性を確認した。 

容器内のばらつきは RSD=2.6％、容器間のばらつきは RDS=1.9％であり、両者のばらつ

きはほぼ同程度で且つ報告値のばらつき（後述、RSD=21.0％）に比して十分小さかったの

で、配布試料の均一性に問題はないと判断した。 

 

         表 5. 均一性試験の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目項目項目項目 単位単位単位単位
50倍希釈後50倍希釈後50倍希釈後50倍希釈後

期待値期待値期待値期待値

無機態窒素無機態窒素無機態窒素無機態窒素 12121212

BODBODBODBOD 11111111
㎎/L㎎/L㎎/L㎎/L

試料 試験 TOC Avg. SD RSD

No. No. mg/L mg/L mg/L ％

① 1 345.9 344.8 6.322 1.8%

2 350.5

3 338.0

② 1 345.6 343.7 3.732 1.1%

2 346.1

3 339.4

③ 1 345.1 344.6 5.615 1.6%

2 350.0

3 338.8

④ 1 344.2 344.5 8.403 2.4%

2 353.0

3 336.2

⑤ 1 348.1 344.0 6.871 2.0%

2 347.9

3 336.1

総平均 344.3 - - -

容器内のばらつき 9.02 2.6%

容器間のばらつき 6.40 1.9%
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3．共同実験結果 

3.1 共同実験結果と統計解析結果 

共同実験結果を表 6に、基本統計量を表 7に、標準化係数を表 8に、zスコアを表 9に、

報告値のヒストグラムを図 2に示した。 

 

表6. 共同実験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     表 7. 基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2. 報告値のヒストグラム 

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

10.4210.4210.4210.42 7.487.487.487.48 10.6310.6310.6310.63 9.059.059.059.05 6.926.926.926.92 12.7612.7612.7612.76 11.7811.7811.7811.78 10.0110.0110.0110.01

9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

10.6310.6310.6310.63 9.319.319.319.31 9.209.209.209.20 8.508.508.508.50 7.997.997.997.99 9.479.479.479.47 10.3610.3610.3610.36 17.2317.2317.2317.23

17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424

10.1110.1110.1110.11 14.2814.2814.2814.28 8.178.178.178.17 11.3011.3011.3011.30 10.5110.5110.5110.51 8.168.168.168.16 10.5010.5010.5010.50 9.609.609.609.60

25252525 26262626 27272727 28282828

10.2510.2510.2510.25 9.969.969.969.96 12.7712.7712.7712.77 8.768.768.768.76
単位:mg/L単位:mg/L単位:mg/L単位:mg/L

BOD結果BOD結果BOD結果BOD結果

BOD結果BOD結果BOD結果BOD結果

事業所No事業所No事業所No事業所No

事業所No事業所No事業所No事業所No

BOD結果BOD結果BOD結果BOD結果

BOD結果BOD結果BOD結果BOD結果

事業所No事業所No事業所No事業所No

事業所No事業所No事業所No事業所No

基本統計量 データ

データ数 ｎ 28

平均値 ｘ 10.218

最大値 max 17.230

最小値 min 6.920

範囲 Ｒ 10.310

標準偏差 ｓ 2.143

変動係数 RSD％ 21.0

中央値(ﾒｼﾞｱﾝ) ｘ 10.060

第１四分位数 Ｑ1 8.978

第３四分位数 Ｑ3 10.630

四分位数範囲 IQR 1.653

正規四分位数範囲 IQR×0.7413 1.225
ロバストな変動係数 ％ 12.2

平方和 Ｓ 123.952

分散 Ｖ 4.591

0000

5555

10101010

15151515

0.00.00.00.0 0.50.50.50.5 1.01.01.01.0 1.51.51.51.5 2.02.02.02.0

度
数

度
数

度
数

度
数

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

中央値中央値中央値中央値をををを1111としたとしたとしたとした相対値相対値相対値相対値

((((中央値中央値中央値中央値::::10.0610.0610.0610.06mg/Lmg/Lmg/Lmg/L、、、、n=n=n=n=28282828))))
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 表 8．各事業所の標準化係数（STANDERDIZE） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9．各事業所のzスコア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試料の BODの結果は、6.9～17.2mg/Lの範囲で、平均値は 10.2mg/L、中央値は 10.1mg/L

であり、調製目標値（11 ㎎／L）よりやや低かった。また、ヒストグラムは、平均値付近

にピークを持つものの、高値側がややいびつなプロファイルを示した。 

標準偏差は 2.14mg/L、変動係数は 21.0％（ロバストな変動係数は 12.2％）で昨年度、

一昨年度結果（変動係数 17.3％、13.6％）に比してばらつきが大きくなっていた。 

報告値より標準化係数を求め、Grubbsの検定を行ったところ、危険率 5％で 1データが

棄却された。zスコアによる評価では、「疑わしい」（zスコア±3以上）と判定された報告

値が 2データ、「やや疑わしい」（zスコア±2～3）と判定された報告値が 4データあった。 

 

No. STA. No. STA.

1 0.094 15   0.066 

2 -1.278 16   3.273 

3 0.192 17   -0.051 

4 -0.545 18   1.896 

5 -1.539 19   -0.956 

6 1.186 20   0.505 

7 0.729 21   0.136 

8 -0.097 22   -0.961 

9 0.192 23   0.132 

10 -0.424 24   -0.289 

11 -0.475 25   0.015 

12 -0.802 26   -0.121 

13 -1.040 27   1.191 

14 -0.349 28   -0.681 

n=28 ±3.068 n=28 ±2.714

危険率1％ 危険率5％

☆危険率5％で棄却データ1☆危険率5％で棄却データ1☆危険率5％で棄却データ1☆危険率5％で棄却データ1

No. zｽｺｱ No. zｽｺｱ

1 0.294    15 0.245    

2 -2.106   16 5.853    

3 0.465    17 0.041    

4 -0.824   18 3.445    

5 -2.563   19 -1.543   

6 2.204    20 1.012    

7 1.404    21 0.367    

8 -0.041   22 -1.551   

9 0.465    23 0.359    

10 -0.612   24 -0.376   

11 -0.702   25 0.155    

12 -1.273   26 -0.082   

13 -1.690   27 2.212    

14 -0.482   28 -1.061   

z=±2～±3　→

z<-3、z>3　→

4ﾃﾞｰﾀ

2ﾃﾞｰﾀ

☆Zｽｺｱ：4ﾃﾞｰﾀが±2超過,2ﾃﾞｰﾀが±3超過。☆Zｽｺｱ：4ﾃﾞｰﾀが±2超過,2ﾃﾞｰﾀが±3超過。☆Zｽｺｱ：4ﾃﾞｰﾀが±2超過,2ﾃﾞｰﾀが±3超過。☆Zｽｺｱ：4ﾃﾞｰﾀが±2超過,2ﾃﾞｰﾀが±3超過。
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3.2 その他の報告結果  

BOD濃度以外の報告（希釈段階ほかの操作に関わる報告）結果を表 10に示した。 

表中の網掛けは、着手日が配布後 11日以上の報告、希釈水・植種希釈水・グルコース-

グルタミン酸混合溶液の BODがJISの規定値又は推奨値から逸脱値した報告を示す。 

 

表10. その他の報告結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

実施日 開始 10/28 11/18 10/26 10/26 10/26 10/28 10/26 11/16

終了 11/2 11/23 10/31 10/31 10/31 11/2 10/31 11/21

2 2 2 2.04 1.25 3 2 2.91

58.40 46.00 66.20 59.73 62.40 55.95 69.34 47.80

0.00 0.34 0.19 0.12 0.11 0.14 0.18 0.05

0.32 0.89 1.28 1.10 0.59 0.93 0.82 0.87

217.79 206.08 211.17 191.22 210.00 187.95 214.94 196.28

蒸留水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 蒸留水 ｲｵﾝ交換 蒸留水 超純水 超純水

滴定法 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 充填時 あり あり あり 無 無 あり あり 無

DO測定 ‐ あり 無 あり あり あり 無 無

天然 人工 人工 天然 人工 人工 人工 人工

河川水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ
下水流入

水
ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

9 10 11 12 13 14 15 16

実施日 開始 10/28 11/4 10/27 10/27 11/2 10/27 10/28 11/4

終了 11/2 11/9 11/1 11/1 11/7 11/1 11/2 11/9

4 2 3 2 2.5 2 2 5

36.37 59.00 47.64 49.94 42.58 54.80 61.24 48.87

0.20 0.17 0.22 0.14 0.16 0.02 0.26 0.04

1.32 0.95 0.87 0.72 0.71 0.42 0.95 0.81

226.95 172.00 228.42 218.64 195.40 193.41 219.36 196.54

超純水 ｲｵﾝ交換 蒸留水 ｲｵﾝ交換 RO水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換

隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 充填時 無 無 あり あり 無 あり あり あり

DO測定 あり 無 あり あり 無 あり 無 無

人工 人工 天然 人工 人工 天然 人工 人工

ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞUS BODｼｰﾄﾞ 河川水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 土壌抽出液 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

17 18 19 20 21 22 23 24

実施日 開始 10/26 11/9 10/27 10/27 10/26 11/2 10/26 10/26

終了 10/31 11/14 11/1 11/1 10/31 11/7 10/31 10/31

2 4 2 2.5 2 2 2 2

61.97 40.80 51.30 63.63 66.41 50.00 61.36 63.37

0.07 0.18 0.05 0.19 0.20 0.09 0.30 0.17

0.62 0.55 0.65 0.92 0.50 1.16 0.74 0.95

213.69 214.00 213.40 213.50 183.23 231.00 211.54 210.00

RO水 蒸留水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 純水 ｲｵﾝ交換 純水 超純水

隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 充填時 あり あり あり 無 無 あり 無 無

DO測定 あり あり あり あり 無 あり 無 あり

天然 天然 人工 天然 人工 人工 人工 人工

生活排水流入水 下水 BODｼｰﾄﾞ 下水 BODｼｰﾄﾞ ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

25 26 27 28

実施日 開始 10/28 10/26 10/26 10/27

終了 11/2 10/31 10/31 11/1

5 2.5 4 2

28.52 51.86 46.00 54.00

0.14 0.21 0.18 0.20

0.61 1.04 0.97 0.83

174.00 209.04 212.00 156.00

精製水 ｲｵﾝ交換 超純水 ｲｵﾝ交換

適定法 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 充填時 無 あり あり あり

DO測定 - あり あり あり

人工 人工 人工 人工

ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

注1)

実施日の網掛けは、着手日が配布後11

日以上の報告値である。

注2)

希釈水BOD、植種希釈水BOD、ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞ

ﾙﾀﾐﾝ酸混合溶液BODの網掛けは、JISの

推奨値から逸脱していた報告値であ

る。

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙ-ｸﾞﾙ標準BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙ-ｸﾞﾙ標準BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙ-ｸﾞﾙ標準BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙ-ｸﾞﾙ標準BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類
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【分析着手日】 

多くの事業所（21事業所）が試料配布後 3日以内に分析に着手していたが、全体の 1／

4にあたる 7事業所は配布後 4日以降の着手であり、4日～10日以内に着手した事業所が 4

事業所、11日目以降に着手した事業所が 3事業所あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DO消費％】 

採用した DO消費％は、大部分の報告が規定の範囲内（40～70％）であったが、2事業所

で規定外（40％未満）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析着手日 データ数

配布後3日以内 21

配布後10日以内 4

配布後11日以上 3

配布後3日以内

75%

配布後10日以内

18%

配布後11日以上

11%

（分析着手日）（分析着手日）（分析着手日）（分析着手日）

DO消費率 データ数

規程内 26

規定外 2

規程内

93%

規定外

7%

（（（（DO消費率）消費率）消費率）消費率）
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【希釈水、植種希釈水およびグルコース-グルタミン酸溶液の BOD】 

希釈水の BODは 5事業所が規定の範囲（≦0.2㎎/L）を超過していた。大部分の報告は

規定内であり、超過した報告は昨年度結果に比してやや多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植種希釈水の BODは、9事業所が規定の範囲（0.6～1.0㎎/L）を外れており、昨年度と

同様に全体の 1/3を占めた。しかし規定の範囲を大きく超過する報告はなく、過少な報告

が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グルコース-グルタミン酸溶液の BODは、推奨範囲内（220±10㎎/L）の報告は 11事業

所に留まり、半数以上の 16事業所で推奨範囲を逸脱していた。しかし、推奨範囲より高い

報告は 1事業所のみで、他の 15事業所は推奨範囲より低い報告値であった。 

 

希釈水BOD データ数

0.2㎎／L以下 23

0.2㎎／L超過 5

0.2㎎／L以下

82%

0.2㎎／L超過

18%

（希釈水の（希釈水の（希釈水の（希釈水のBOD））））

植種希釈水のBOD データ数

0.6㎎／L未満 5

0.6～1.0㎎／L 18

1.0㎎／L超過 5
0.6㎎／L未満

18%

0.6～1.0㎎／L

64%

1.0㎎／L超過

18%

（植種希釈水の（植種希釈水の（植種希釈水の（植種希釈水のBOD））））

ｸﾞﾙ‐ｸﾞﾙ溶液のBOD データ数

210㎎／L未満 11

210～230㎎／L 16
230㎎／L超過 1

210㎎/L未満

55%

210～230㎎/L

41%

230㎎/L超過

4%

（（（（ｸﾞﾙｺｰｽｸﾞﾙｺｰｽｸﾞﾙｺｰｽｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝｸﾞﾙﾀﾐﾝｸﾞﾙﾀﾐﾝｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液酸溶液酸溶液酸溶液ののののBOD））））
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【使用した希釈水の種類】 

使用した希釈水の種類は、イオン交換水が 13 事業所で用いられて最も多く、次いで超

純水、蒸留水が各 5業所、RO水が 2事業所、その他（市販精製水など）が各3事業所の順

であった。昨年同様イオン交換水の使用が最も多いが、超純水の使用は半減し、蒸留水と

同数の結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DO測定法】 

DO 測定法は、隔膜電極法が 26事業所と大部分を占め、過年度に引き続き主流となって

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用植種の種類】 

使用植種は、人工植種使用が 21 事業所を占め、過年度と同様に主流となっていること

が確認された。また、天然植種も根強く使用が継続されていることも確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈水種類 データ数

超純水 5

イオン交換水 13

蒸留水 5

RO水 2

その他 3
超純水

18%

イオン交換水

46%

蒸留水

18%

RO水

7%

その他

11%

（希釈水種類）（希釈水種類）（希釈水種類）（希釈水種類）

DO測定法 データ数

隔膜電極法 26

適定法 2

隔膜電極法

93%

適定法

7%

（（（（DO測定法）測定法）測定法）測定法）

植種の種類 データ数

人工植種 21

天然植種 7

人工植種

75%

天然植種

25%

（植種の種類）（植種の種類）（植種の種類）（植種の種類）
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【充填時（試料及び希釈水）及び DO測定時の温度管理の有無】 

 試料の充填時には過半数の 17事業所で何らかの方法（試料、希釈水の温度管理、場合に

よっては部屋ごと空調）で温度管理を実施していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO測定時（隔膜電極法、滴定法は除く）の温度管理に関しては、概ね 2/3の 17事業所

で温度管理を行っていた。 

なお、上記の充填時の温度管理実施事業所とこの DO 測定時の実施事業所は必ずしも一

致していなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度管理① データ数

あり 17

無 11

あり

61%

無

39%

（温度管理の有無①）（温度管理の有無①）（温度管理の有無①）（温度管理の有無①）

充填時（試料・希釈水）充填時（試料・希釈水）充填時（試料・希釈水）充填時（試料・希釈水）

温度管理② データ数

あり 17

無 9

あり

61%

無

39%

（温度管理の有無②）（温度管理の有無②）（温度管理の有無②）（温度管理の有無②）

DO測定時測定時測定時測定時
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3.3 報告値の解析 

【分析着手日】 

分析着手日と BODの関係を図 3に示した。 

分析着手日と BODの結果について、明確な傾向は認められなかった。 

配布後 11日目以後に着手した結果は、3データのうち 2データが zスコア±2を満たさ

なかったが、残り 1データは中央値に近似しており、着手日と結果の間には明確な関係が

あるとは判断できなかった。 

昨年度結果より、模擬試料の安定性が高すぎることはよくないと指摘もあり、今年度は

調製後の滅菌処理は実施せず、かつマトリックスとしてアンモニウム塩を添加するなど調

製法をややアレンジし、着手時期と結果の関連性を評価出来ればと期待したが結果につい

ては上記の通りであり、引き続き調製法等の検討を行う必要があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3. 分析着手時期と分析結果の関係 
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【採用した希釈段階と DO消費％】 

 試料の BODと採用した DO消費％の関係を図 4に示した。 

 前述のように、DO消費％が既定の範囲（40～70％）を逸脱する報告が 2データあったが、

BOD報告値は中央値に近く、明確な関連は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 試料の BODと採用したDO消費％の関係 
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【希釈水と植種希釈水の BOD濃度】 

希釈水、植種希釈水の BODと試料の BODの関係を図 5に、希釈水の BODと植種希釈水の

BODの関係を図 6に示した。 

希釈水及び植種希釈水の BODと試料の BODの関係については、過年度の結果と同様に明

確な傾向は認めらなかった。 

希釈水の BODに関し、今年度の結果は JIS規定の範囲（<0.2㎎／L）を大幅に超過する

報告はなく最大でも 0.34㎎／Lで、昨年度よりも低下し、各事業所で希釈水の BODを低減

する努力がなされていることがうかがえた。 

植種希釈水の BODに関しても、今年度の結果は JIS既定の範囲（0.6～1.0㎎／L）を上

回る報告と下回る報告が同数であった。極端に高い（又は低い）報告はなかったが植種希

釈水の BODが規定の範囲よりある程度過小（又は過大）でも BODのデータには直接影響が

ない（報告値の低い又は高いとならない）結果であった。これについては過年度結果でも

同様の傾向が認められている。 

希釈水と植種希釈水の BODにも明確な関係は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5．希釈水、植種希釈水と試料のBODの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6．希釈水のBODと植種希釈水のBODの関係 
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【グルコース-グルタミン酸溶液の BOD濃度】 

グルコース-グルタミン酸溶液の BODと試料の BODの関係を図 7に示した。 

グルコース-グルタミン酸溶液と試料の BOD の関係については、過年度の結果と同様に

相関は認められなかった。 

前述のように、今年度の報告では、JIS 推奨値（210～230 ㎎／L）を超過する報告はな

く、過少な報告が半数を占めた。今年度の模擬試料は、過年度の結果より、両者の関係を

みるために組成を全く同様（濃度、マトリックスは異なる）に調製したが、両者に相関は

認められなかった。特にグルコース-グルタミン酸溶液が推奨値よりかなり低値を示して

も、試料の BODの報告値が中央値に近い報告値もあり、昨年度までと同様に植種の活性の

確認（グルコース-グルタミン酸溶液の BOD 測定）のために実施する意義を希薄にするも

のと考えられ、今後も継続して検討を要する課題である。 

なお、両者の濃度がかなり異なるので評価法としては問題があるが、下図を複合評価図

と見なしてばらつきをみると、BOD 分析自体が系統誤差よりも偶然誤差の方が大きい（又

は同程度）である手法であるとの判断も可能と思われる。この件については今後ともデー

タを蓄積して行く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7. ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液と試料のBODの関係 
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【使用した希釈水の種類】 

使用した水と希釈水、植種希釈水、試料の BODの関係を図 8に示した。 

希釈水と希釈のベースとなる水の種類（精製方法）については、希釈水、植種希釈水、

試料の BODについて明確な傾向は認められなかった。 

十分な管理がなされ、BOD 値の過大評価の原因となる有機物の混入等がなければ、使用

する水によるの得失は少ないと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8. 使用した水と希釈水、植種希釈水、試料のBODの関係 
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【DO測定法】 

DO測定法と BODの関係を図 9に示した。 

 前述のように、DO測定の主流は隔膜電極法となっており、今年度も滴定法は 2事業所の

みであった。隔膜電極法が圧倒的多数であったこともあり、分析法による明瞭な相違は認

められなかった。 

今回の試料は 50倍希釈後で 10㎎／L強の塩類をマトリックスとして添加しているが、

この程度の量では隔膜電極法での過小評価（高塩分試料は DO飽和量が低下するため補正な

しでは DO指示値が低下する）は問題とならないので、今後の課題として、感潮河川水や高

塩分排水を想定した試料の調製を考慮する必要があるかもしれない。 

なお、DO 測定法（JIS K0102）に隔膜電極法以外の測定法（蛍光法等）が採用されたこ

とから、次年度以降これを採用した報告がなされることが予想され、測定法による相違等

が生じる可能性がある。これについては、知見が少ないので今後の情報収集が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9. DO測定法とBODの関係 
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【充填時及び DO測定時の温度管理の有無】 

充填時及び DO測定時の温度管理の有無と BODの関係を図 10に示した。 

 試料の BODと温度管理の有無には明確な傾向は認められなかったが、大きく上方に外れ

た報告が DO 測定時の「温度管理無し」なので、何らかの不都合があった可能性も考えら

れる。 

 この設問は昨年度から実施しているが、今回初めて「充填時」と「DO測定時」に設問を

分けて行ったが、両社とも「温度管理有り」とした事業所は 12 にとどまっていたことが

興味深い。 

試料充填前の空気曝気や隔膜電極法による DO 測定時の温度変化は影響が大きい（20℃

付近での 2℃の相違は DO 0.34㎎／Lに相当）。特に隔膜電極法による DO測定は温度変化

の影響を受けやすいと思われるので、今後も、より設問を具体的にするなどして継続して

調査したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10. 充填時及びDO測定時の温度管理の有無とBODの関係 
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【使用植種の種類】 

使用した植種の種類（人工植種と天然植種）と BOD の関係を図 11 に、両者を分別して

示したヒストグラムを図 12に示した。 

植種の相違による試料の BODの違いは、統計的に有意ではないが、天然植種を使用した

場合の結果が高めとなる傾向（概ね中央値より高めに分布）が僅かに見られた。 

使用植種（人工植種と天然植種）と BODの関係については、従来から人工植種に比して

天然植種を使用した場合に高めの結果を得る傾向が指摘され、本共同実験の過年度結果で

も同様の傾向が示すことが多かった（今年度、昨年度はやや不明瞭）。また、既報では統計

的に有意な差があった例も報告されており、これはほぼ普遍的な傾向と考えられるので、

今後とも検討を要する課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11. 使用した植種の種類（人工植種と天然植種）とBODの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12. 報告値のヒストグラム（植種の相違を分別表示） 
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4．まとめ 

・・・・平成平成平成平成27272727年度年度年度年度BODBODBODBOD共同実験は、共同実験は、共同実験は、共同実験は、    

浄化槽指定検査機関、指定計量証明事業者などの 28 事業所の参加を得て実施した。実

施要領は、配布試料を 50倍希釈したものを分析試料として 1データを報告する方式で実施

し、分析試料の調製推定濃度は、約11mg/L であった。 

 

・・・・実実実実験結果の験結果の験結果の験結果の概要は、概要は、概要は、概要は、    

6.9～17.2mg/Lの範囲で、平均値は 10.2mg/Lで、標準偏差は 2.14mg/L、変動係数は 21.0％

で昨年度結果（変動係数 17.3％）に比してばらつきが大きかった。なお、中央値は 10.1mg/L、

ロバストな変動係数は 12.2％であった。 

Grubbs の検定で棄却された報告値（危険率 5％）が 1 データ、z スコアによる評価で、

「疑わしい」（zスコア±3超）と評価された報告値が 2 データ、「やや疑わしい」（zスコ

ア±2～3）と評価された報告値が 4データあった。 

 

・・・・その他の報告結果を含めた解析結果より、その他の報告結果を含めた解析結果より、その他の報告結果を含めた解析結果より、その他の報告結果を含めた解析結果より、    

報告された DO 消費率はほとんど規定の範囲内であり、適切な希釈倍率（DO 消費率）の

採用が重要について厳密に遵守されていることが示された。 

配布から分析着手までの期間、使用した希釈水の種類、DO測定法、前処理及び DO測定

時の温度管理の有無等と試料の BOD結果に明瞭な関係は認められなかった。DO測定法につ

いては今後多様化が予想されるので、設問等に反映させていきたい。 

希釈水の BODの低減、適切な微生物活性の保持（植種希釈水の BODが適切なこと）が重

要であるとJIS等に示されているが、規定された範囲又は推奨値から若干逸脱（低めに）

をしても BODの結果にあまり影響しないことが示唆された。特に、グルコース-グルタミン

酸溶液による確認結果が推奨値より低めであることは、ほぼ常態であることが示唆された。

今年度は模擬試料の有機分の材料・組成とも JIS規程グルコース-グルタミン酸溶液と同一

としたが、結果は変わらなかった。これについては判断材料が少ないので、今後もデータ

の蓄積が必要と考えられる。 

本共同実験を含む既報の結果で、天然植種の使用が高めの結果となる傾向がしばしば示

されているが、今年度結果はやや不明瞭であった。 

    

・・・・埼環協では、埼環協では、埼環協では、埼環協では、    

指定計量証明事業所等を対象に今後とも BODの共同実験を継続して実施していく予定で

ある。各事業所には今後とも積極的に参加いただき、技術の向上・維持及び精度管理の一

助として頂きたい。 

 

 

参考文献： 

・詳解工場排水試験方法（2008） 

・埼環協ニュース 226号、229号、232号、235号（2013～2016） 

・平成 23年度環境測定分析統一精度管理調査結果（2012） 
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 平成２８年度 技術研修会-共同実験結果のフォローアップ- 

技術委員会 辻塚 和宏（大阿蘇水質管理㈱） 

平成 29年 2月 1日水曜日、With youさいたま 埼玉県男女共同参画推進センター セ

ミナー室 2において、参加者数 32名で「平成 28年度 技術研修会-共同実験結果のフォロ

ーアップ-」が技術委員会主催で開催されました。浄土技術委員長の司会の元、「平成 27

年度埼環協共同実験（硝酸態窒素、BOD）について」、「平成 28年度共同実験報告（速報）」、

「フリートーキング」の大きく 3つの構成で行われましたので、ご報告させていただきま

す。 

 

「平成 27 年度埼環協共同実験（硝酸態窒

素）について」は共和化工株式会社の塩越様

より、「水試料中の硝酸態窒素の共同実験につ

いて」ということで、発表が行われました。

はじめに硝酸態窒素の発生源である硝酸塩の

由来、汚染箇所、毒性について解説が行われ

ました。平成 26年度の埼玉県内の地下水の調

査結果からも環境基準を超えて検出された箇

所があることも報告され、硝酸態窒素の分析の重要性について、述べられておりました。

本試験は要因分析を行うために、試験方法及び使用している水について、アンケートを行

っており、試験方法はJIS K0102-43.2.1～6までありますが、今回参加された 24機関の内、

イオンクロマトグラフ法を用いたのが 21機関、流れ分析法を用いたのが 2機関、吸光光度

法を用いたのが 1機関でした。水については超純

水を用いたのが21機関。純水を用いたのが2機関。

イオン交換水を用いたのが 1機関でした。濃度が

異なる 2試料が配布されており、結果として、 

1試料でも｜Z-スコア｜3を超えたのが 3機関、 

｜Z-スコア｜2～3が 2機関でした。今回の共同実

験の結果については濃度が異なる 2試料ともに値

が大きいか小さいかの傾向が見られました。以上

より、偶然誤差より系統誤差の要因が大きいと推

察され、要因としては「当初の 50倍希釈時のばら

つき」、「標準溶液の濃度変化」、「室内や希釈水などの汚染」、「還元や反応効率の低下」、「夾

雑物の妨害」、「計算の誤り」等が考えられました。 

「平成 27年度埼環協共同実験（BOD）について」は浄土委員長より、発表が行われまし

た。本試験の意義として、埼玉県としては浄化槽検査の受検率向上を目指す為に、11条検

査に採水員制度の導入、環境計量証明事業所の指定を実施しており、指定計量証明事業所

６６６６ . 埼環協埼環協埼環協埼環協技術研修会技術研修会技術研修会技術研修会  参加報告参加報告参加報告参加報告  

 

浄土 技術委員長 

 

共和化工株式会社 塩越様 
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の技術力担保の一貫として平成 24年度から実施されています。BODは、従来では有機汚濁・

浄化（酸素要求ポテンシャル）指標として多用されてきましたが、近年では、水質汚濁の

改善が進んだことや難分解性有機物汚染についての対応が困難であることにより、指標性

の低下、有用性について疑問の声が出ています。しかし、酸素要求のポテンシャル指標と

しては有用であり、当分は重要な水質項目の一つであると推察されます。特に埼玉県にお

いては県内水域に河川が占める割合が多く、有機物指標としての BOD分析のニーズは依然

として高い状態です。指定計量証明事業所以外でも当共同実験は技術力担保のために有用

であると考えられます。本共同実験は平成 27年 11月 5日より試料を配布し、全27事業所

が参加しました。先の硝酸態窒素と同様、要因分析を行うために、実験結果以外に分析開

始日及び終了日、採用した希釈段階と DO消費%、希釈水の BOD濃度、グルコース-グルタミ

ン酸溶液の BOD濃度、使用した希釈水の種類、DO測定方法、前処理及び DO測定時の温度

管理の有無、使用植種の種類についてアンケートを実施しました。結果として、前年度よ

りばらつきが大きかったですが、既報の環境省の試験と比較では同程度でした。｜Z-スコ

ア｜については 3以上が 1事業所。2～3が 2事業所という結果でした。アンケートからで

は、既定の範囲を大幅に超過する事業所は無く、実験結果との関連性は認められず、既報

における傾向から逸脱するものは認められませんでした。以上より、各事業所共に試験方

法の既定内に収めようと努力していることが伺えました。 

 

「平成 28年度埼環協共同実験（BOD）速報について」は浄土委員長より、発表が行われ

ました。参加事業所は 28事業所で、試料配布は平成 28年 10月 25日から行われ、調製濃

度は 50 倍希釈後に浄化槽放流水と同程度に

なることを目的に実施されました。結果とし

ては、ロバストな変動係数は 12.2%で、各事

業所の｜Z-スコア｜は 3以上が 2事業所。 

｜Z-スコア｜2～3が 4事業所でした。平成 27

年度のアンケート同様に要因に関係がありそ

うなファクタについては、分析着手日につい

て、3日以内が 75%。使用した水について、イ

オン交換水が 46%。DO測定方法について、隔

膜電極法が 93%。植種の種類について、人工植種が 75%。前処理時の温度管理の有無につい

て、有りが 61%。DO測定時の温度管理の有無について、有りが 61%。希釈水の BOD 値につ

いて、0.2mg/L以下が 82%。植種希釈水の BOD値について、0.6～1.0mg/Lが 64%。グルコー

ス-グルタミン酸溶液の BOD値について、210～230mg/Lが 41%。希釈水の BOD値について、

0.2mg/L以下が 82%という結果となりました。 

「平成 28 年度埼環協共同実験（無機窒素）速報について」は浄土委員長より、発表が

行われました。参加事業所は 25事業所で、試料配布は BODと同様で、平成 28年 10月 25

日から行われ、調製濃度は 50倍希釈後に無機窒素として排水レベルになることを想定して、

2濃度行われました。結果としては、ロバストな変動係数は 2.4,2.7%となり、各事業所の

｜Z-スコア｜について、1つでも3以上の事業所は 4事業所。2～3は 1事業所という結果

となりました。 

 

会場内雰囲気 
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「フリートーキング」では、BOD 3 班、無

機窒素 2班に分かれ、実際に分析を行った担

当者中心に、日頃、疑問に感じている点や困

っている点について、意見交換が行われまし

た。BODでは昨年の JIS改正について、希釈

段階の決め方、光学式を含めた測定方法、植

種の種類、特殊な試料に対してのアプローチ

等が話題に上がっていました。無機窒素では、

分析方法の違い、コンタミネーション、アン

モニアの排水の試験方法と下水試験方法につ

いて、総窒素との整合性について、28年度試料の日間変化について等が話題に上がり、意

見交換が行われていました。BOD及び無機窒素共に、社内では解決できない問題について、

意見交換ができ、各参加者有意義な時間であったと考えます。 

 

最後に技術研修会終了後、意見交換会が行われました。業界全体の問題点や今後の未来

について、意見交換が行われ、会社の枠組みを越えた親交が深められたと考えています。

このような有意義な場所に参加させていただけた事に感謝すると共に技術研修会の報告と

させていただきます。 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下頁、技術研修会資料。但し、ＢＯＤ関連資料は本誌頁の関係上割愛） 

 

フリートーキング時 
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技術研修会技術研修会技術研修会技術研修会  その１その１その１その１  資料資料資料資料  
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技術研修会技術研修会技術研修会技術研修会  その２その２その２その２  資料資料資料資料  
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首都圏環境計量協議会連絡会主催 

 平成２８年度 環境計量証明事業団体合同研修会 参加報告 

一般社団法人 埼玉県環境計量協議会 事務局 

埼環協が所属する「首都圏環境計量協議会連絡会（首都圏環協連）」は東京、神奈川、

千葉の４都県で構成する今後の環境計量に係る諸問題を解決するために情報及び意見交換

し、互いに研鑽するための任意団体です。 

環境計量証明事業は、国民はもとより生態系も含めた環境の保全や健康被害の防止、そ

して「安全・安心」な暮らしを支えるために様々な判断（政策や事業）に必要な事業です。

提供する業務の成果品は、「測定値・分析値（データ）」といった「数値」であり、その値

を証明するという「重い責任」を担った業務です。しかし、市場価格の一部には、低価格

となり、JIS や関係法令で決められた公定法で行うには理解しがたいものがあります。業

務の価格を、企業努力で下げることは当然のことですが、人件費や試薬や測定設備などの

経費、そして利益を無視したともいえる「異常廉価」はゆがみを生じさせる恐れがありま

す。なかには、従来の価格の半分もしくは３分の１（それ以上も）になった事例もあり、

減額で売上げが下がり、その分を埋めるために安価で受注するということが連鎖的に続い

ています。このような中で、働く従業員の仕事は倍増し、疲弊し、やがて若手の世代はこ

の業界から離れ、次世代の育成が遅れてしまい、やがては技術の継承が十分に行えずに、

業務の成果品である「数値」の信頼性をゆるがす危惧が現実的に直面しています。 

このような課題に直面し、首都圏環協連（平成 28 年度は埼環協が幹事担当）では、全

国の県単組織と交流を続けてきました。互いの活動の情報交換を通じて、各県単の活動の

参考にするために合同研修会を開催しました。このたびの研修会では、広島県環境計量証

明事業協会で活躍されている 鷹村憲司 様を講師に迎え、広島市や広島県が導入した入

札制度について講演を頂きました。また、従来から情報交換している県単組織等や北関東

を含めた関東圏の県単、そして、（一社）日本環境測定分析協会（日環協）の田中正廣会長

に参加していただき、熱い意見交換をしました。 

  

＜開催日・場所＞ 

平成 29年 2月 10日（金）13時～17時 東京国際フォーラム（東京都千代田区） 

＜プログラム＞ 

第 1部 『各県単の活動について』各参加県単、日環協 田中会長（日環協の活動） 

第 2部 講演『広島県・広島市の入札制度改革の取り組み』 

     広島県環境計量証明事業協会 鷹村 憲司 様（東和環境科学株式会社） 

第 3部 『意見交流会』 

＜参加団体＞ 

・首都圏環協連（東京都環境計量協議会、（一社）神奈川県環境計量協議会、 

７７７７ . 関係団体イベント関係団体イベント関係団体イベント関係団体イベント  参加報告参加報告参加報告参加報告  
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・（一社）埼玉県環境計量協議会、千葉県環境計量協会） 

・大阪環境測定分析事業者協会 

・（一社）愛知県環境測定分析協会 

・（一社）福島県環境測定・放射能計測協会 

・（一社）群馬県計量協会 環境分科会 

・栃木県計量協会 環境計量証明部会 

・茨城県環境分析協議会 

・（一社）日本環境測定分析協会 

 

１．県単報告 

各県単で共通した課題は、「異常な廉価」であり、低価格競争がいまなお、見られるこ

とです。そのなかでも、環境部局による発注業務の入札制度のほとんどは、「最低価格」に

よる競争入札であり、まだ『最低制限価格制度』の導入事例は少ないのが現状です。参加

の各県単のほとんどが、設計価格を市場物価調査（主に建設物価調査会や経済調査会が発

行するいわゆる物価本）を利用し、『最低制限価格制度』の導入の要望（書面や口頭など形

式は様々）をしています。 

地域に係らず共通していることが、発注部局の担当者は、環境計量証明事業はその専門

性から「安くて品質が維持されている」といえるのか「安いから品質が維持されていない」

なのか判断しにくく、悩ましい状況であることです。さらに、環境問題は、担当部局と環

境計量証明事業者が連携して対応してきた歴史があり、書面で「要望書」を提出するとい

った行動には躊躇があるという考えも見られました。そのなかでも、土木部局の発注につ

いては、国土交通省が『最低制限価格制度』を導入している関係もあってか導入事例が多

く、環境部局においては、神奈川県や広島県が既に導入しており、埼玉県の一部で導入予

定と報告がありました。 

その一方で、行政との連携を「協定」や「技術研鑽」といった活動で深め、地域貢献を

目指した事業が多く見られました。協定では、災害時の協定、不法投棄の情報提供などが

あり、これらの中には、この首都圏環協連の研修をきっかけに県単同士での情報交換を行

い、協定に至った事例もありました。行政と連携した活動には、高校や自然環境保全活動

への参加、計量の日のイベント参加なども行われています。また、技術研鑽では、分析や

測定の精度管理の研修や資格取得の支援、サンプリング研修、積算勉強会など様々な事業

が紹介されました。 

これらの情報交換の中で、入札制度の改革には、行政が近隣の動向に注視する例が多く、

逆に東京都は全国から集中するために独自な部分があり、各地での活動が活発になり、情

報の発信や共有が重要と感じました。また、災害協定では、地域内で協定しても大規模な

災害時に対応ができないことも想定され、広域協定も視野に入れる必要があります。 

 

（参考） 

横浜市：「浄化槽・貯水槽清掃業務」と「検査・測定業務」平成 27年度より導入 

広島市：水質、排出ガス等の調査・分析業務を対象に平成 26年度より導入 

広島県：水質、排出ガス等の調査・分析業務を対象に平成 28年度より導入 
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２．日環協の活動 

日環協の田中会長の報告では、日環協の情報提供として、経済産業省の計量審議会が５

年ぶりに開催され計量法の一部改正が検討されていること、石綿分析の動向、労働安全衛

生として化学物質のリスクアセスメントへの対応などについて紹介がありました。労働安

全に関連しては、監督署の試験機関への立ち入りが平成 27年より厳しくなり、多量の化学

物質のリスクから少量であっても監督することになったとのことです。立入の際には、使

用している化学物質や設備の管理記録、作業環境測定の結果などの書類が必要になるとの

ことです。さらに、月に 70時間を超える残業者がいれば、改善計画書を求められるとのこ

とです。 

また、日環協の活動の中で、入札制度のアンケートを行う予定があり、県単でも活用し

てもらいたいと報告がありました。 

意見交換の中では、日環協と県単活動の連携や最低制限価格制度を導入している事例の

情報共有を求める意見がありました。 

 

 

労働監督署の立入に必要な情報 

� 会社概要 

� 使用している化学物質の安全データシート 

� 化学物質の使用状況が分かる資料 

� 使用している化学物質に係る局所排気装置の点検記録 

� 作業環境測定関係の書類（過去１年分） 

� 資格関係の書類 

� 健康診断関係の書類（特殊検診含む） 

� 安全衛生委員会の議事録 

� リスクアセスメント関係の書類 

※ 月に 70時間を超える残業者がいれば、改善計画書を求められます。 

 

 

研修会の様子 
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３．講演『広島県・広島市の入札制度改革の取り組み』 

第２部として、広島県環境計量証明事業協会 企画運営委員長の鷹村憲司様より、広島

県や広島市で導入された入札制度について講演を頂きました。 

講演のなかでは、段取りとして要望書だけでなく、業界を認知してもらうための活動状

況の資料や現状が困っている状況を示す資料が必要であり、この中でも積算基準と乖離し

ていることを建設物価価格で積算して示すことが重要であり、これらのことについて、事

例をもって教示いただきました。広島では、設計価格の３分の１程度の応札額で落札され

るような事例が多くなり、このことの課題を行政に理解を求め、粘り強く説明する継続し

た活動が実を結んだわけですが、そこには環境計量の業界活動に不足している部分がある

ということです。それは、専門技術として分析技術や精度管理の研鑽などといった「内向

き」の活動が主体であり、外部に向けた活動が少ないということです。業界に魅力がなく

就職希望者が少ないといった声も聞きますが、業界からラボ見学や次世代育成・養成、社

会的な認知を得るための活動があるべきという点を指摘されていました。また、固定メン

バーでの活動、若年層や女性が少ない活動で楽しめる場が少ないという点の指摘もあり、

県単の活動報告を見ても否めない点です。 

広環協の率先した事例は、手順や資料の作成など参考になり、有意義な研修でした。し

かし、まだ行政への働きかけは途中であり、課題もあるとのことです。 

しめくくりに、「三方よし」として「売り手よし」（適正な利益で組織と技術が存続でき

る）、「買い手よし」（ミスのなく精度が担保された測定・分析が顧客満足につながる）、「世

間よし」（人々の安心・安全につながり世の役に立つ業界・業務）というお話があり、一人

勝ちするような戦略に次の世代はないと確信しました。 

 

４．おわりに 

 今回の研修会では、首都圏環協連のとなりの県単である北関東の皆さんにも参集して頂

きました。近隣でありながらもひとつのテーマで意見交換することがなかったので、互い

の活動は参考になったと思います。研修会の意見でもあった協定の広域化などについては、

近隣で検討する契機になったと思います。 

最近では、環境分析の測定値がきっかけに建設工事や事業の課題がニュースになること

が多く、環境計量証明事業の社会的責任は非常に重く、認識しなければならないと思いま

す。その一方で、廉価要求されるようなことがあっても、説得力がある価格の提示や業務

の内容を理解してもらうための「外に向けた」活動に邁進していかなければならないと再

認識した研修会でした。 

（以上） 
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人間の生と死を考える－４ 

広瀬 一豊  

 

前号では芹沢さんが「あの世・実相の世界」へ連れていかれてその世界の広大なことに

驚き、亡くなった旧友、中谷さんに出会ったという話しを紹介しました。読まれた方全て

が「本当なの？」と思われたことと思います。そうした中で、私は「本当だ」と思いたい

のです。それは昨年１１月に妻を亡くしたからです。私事を書くことをお許しいただいて、

妻の死をどのように受け止めているのか、それと「実相の世界」との関係はどうなのか、

そんなことを書いてみたいと思うわけです。 

 

妻は脳梗塞で倒れて入院したのが四年余り前、それから意識不明のまま寝ていて、見舞

いに行っても最初は多少の反応はあったのですが、2 年余り前からは全く反応のない状態

が続いていました。 

そんな状態だったのですが、四年も入院していて意識があったら、「何時になったら退

院できるの？」「早く退院したいわ」とか愚痴を言っただろうし、それに対してどう返事す

るか、入院の期間が長くなるにつれて返事に困っただろうと思うと、「意識がないのでお互

いに助かっているんですよ」と言ってくれる人もいて、「そのように思わないといけない、

有難いな」と思ってはいましたが、なんとか少しでも回復してほしいと一日五回の祈りを

続けていました。 

ですけれど、右足第二指が黒色壊死の状態になり、八月には足指の壊死が二本に広がっ

て健全なのは二本だけという状態になり、「やっぱりダメかな」という思いが心に重くのし

かかっているという状態でした。 

そして十一月三十日、病院からの電話でタクシーで駆け付けたところ、臨終でした。酸

素マスクを外してもらって頬を摺り寄せて名前を呼び続けたのですが、悲しくて涙が止ま

らない、本当に悲しい思いをしました。 

悲しみは止まらないけれど、そうもしていられない、看護師さんに頼んで互助会に連絡

してもらい、車で遺体を「会館」に移して今後の進め方などについて相談したのですが、

とうとう来るものが来たなという思いでした。 

夕方に帰宅していろいろと考えました。そして思ったのは前号で書きました「実相の世

界」のことだったのです。 

 

――人間は、誰も神から肉体を借りて、この世に生きている。その肉体が老化した

り、病んで用をなさなくなった場合は、人間は肉体を返して、昇天して、偉大な親神

の懐に抱かれる。この世界が「実相の世界」である。親神はふところに戻ったわが子

を、一人一人慈しみ、現世で被ったほこりを払い清めた上、さて神の世界において、

神の使い人に仕込むか、再び現世、「現象の世界」に送って人間生活をさせるか、決定

する。前者は神の世界で、幼稚園から大学院までの修行をおさめさせるが、後者は、

８８８８.  寄寄寄寄  稿稿稿稿 
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地上でその魂にふさわしい夫婦を選んで、その子供として誕生させる―― 

 

芹沢さんがフランスで結核の療養生活をした時に知り合ったジャックさん、物理学者で

芹沢さんに文筆生活に入ることを勧め、第二次世界大戦のトラブルに巻き込まれて亡くな

った、それは四十年も昔のことですが、そのジャックさんが現実のこの世に現れたという

話しになります。 

――最近、ジャックの魂が二回此処へ現われて、いろいろ話しした中に、実相の世

界の修行のことがあった。それによると、あちらの世界も、人間社会のように、幼稚

園、小学校、中学校、高校、大学、大学院のようなものがあって、彼はようやく修行

の二段を終ったそうだ―― 

そのことを思い出して、「ああそうか、妻は実相の世界へと移ったんだ、新しい命を頂

いて、その世界でこれからの新しい生活を始めるんだ、何も悲しむことはないんだ」と自

分に言い聞かせて心を静め、悲しみの世界から脱却しようと努めました。 

人は死ぬ、これは誰一人として逃れられないことですけれど、死んだら親神様の懐に抱

かれて過ごし、適当な時期を選んでまたこの世に生まれ変わってくる、だから「死は出直

し」と教えられている。そのように教えられているんだと心を治めようとし、そうした気

持ちで眠ることに努めたのでした。 

そういうことで、翌朝、新しい妻の命に「お早う」と声を掛けたのですが、会館で湯灌、

化粧してもらって綺麗な姿になった顔を見ていると、気持ちを整理したつもりでいても悲

しくなってまた涙が出てきました。一朝一夕には気持の切り替えは出来ないんだなと痛感

した次第でした。 

その後納棺して後は決まりの通り告別式、そして火葬、すべてが終わったわけですが、

告別式の後、出棺に際しての喪主挨拶の中で、「出直しのご守護に心からの喜びを感じてい

ます」と挨拶をしました。どれだけの方に分かってもらえたのかなと思ったのですけれど

……。 

インドと中国の両大国に挟まれたブータンという小さな国があって、そこの国民の 97％

が「私は幸せです」と回答していて、そのために世界中から注目されているということな

のです。なぜ、国民のほとんどが幸せなのか、それについてはいろんなことが言われてい

て、岩波書店発行の『科学』という雑誌に特集が組まれていたのを読んだのですが、その

中の一つを紹介します。 

《日本人の感覚では理解しがたいことですが、ブータン人にとっては、ツルも親も友

人も同列で大切なのです。ブータン人は輪廻転生の世界観を持っていて、親や兄弟、

妻や夫が死んだあとツルに生まれ変わるかもしれないと考えているのです。そうする

と、我々のように死んだら終わりと考える刹那的な世界観とブータン人のような悠久

に続く永遠の中でたまたま私が今ここにいると考える世界観とでは、人や自然とのつ

ながり方が全く違うわけです。 

死は絶対的に不孝だと考える人もいますが、死を含む幸福を考えないと最終的な幸

福は語れない気がします。元々私がブータンに興味を持ったのは、墓がないからです。



― ６１ ― 

 

墓がない理由は、輪廻の思想が徹底しているからです。亡くなって四十三日後には何

かに生まれ変わっているから、その人自身を供養し続ける必要がなくなるのです。 

私は、幸福とは明日への希望が持てるかどうかだと思います。それは死にいく人に

とっても同じです。自分が死を迎える時に、死後の世界に希望が持てるかどうかが重

要です。どんなにつらくても、悲しくても、そういうものを持てば、幸せでいられる

んじゃないかと感じます。 

ブータン人の宗教世界観を通して示唆を受けるのは、人間の側から世界を見るので

はなく、自然の大きな循環の中で人間を見つめることの大切さです。命のつながりの

一端をたまたま私が預かっている。そう考えれば、他人の不孝を置き去りにして自分

だけの幸福を追求することはないでしょう。》 

ここで言われているように「死んだら終り」ではない、命の綱の一端を自分が預かって

いるのだから、自己中心の生き方はできないと考えて、人間相互の絆を大切にする。それ

が幸せの根底にある、そういうことを以前に読んだことを思い出し、「実相の世界」で生き

るということと大きな共通点があるなと改めて認識を新たにしました。 

妻は今我々が生きている「現象の世界」から姿を隠したけれど、「実相の世界」で新し

い命をもらって元気に生きている、そのように思って、信じて、朝夕、また食事の時など

に写真を見ながら声を掛けている。「元気でいるねー、僕も近いうちにその世界に移ること

になるだろう。また会おうね」 
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平成 29年 4月 1日 現在 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 354-0045

環境分析開発センター

田口　紀明

代表取締役 石坂　靖子 049-293-7166 049-259-7636

〒 331-0811

代表取締役

清水  学

代表取締役 清水  学 048-666-3350 048-665-8242

技術課

金森　重雄

〒 330-0856

橋場　康博

代表取締役 伊藤　具厚 048-642-7575 048-642-7575

〒 351-0114

環境測定

秋山　進

代表取締役社長 猪俣　訓一 048-464-3599 048-464-3620

〒 105-0014

営業部

渡邉　浩二

代表取締役 吉武　俊一 03-5232-3678 03-5232-3679

〒 331-0046

東京支社

福田比佐志

代表取締役 浅野　幸雄 048-614-8970 048-614-8971

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.ns-kankyo.co.jp  fukuda-h@ns-kankyo.co.jp

（アイウエオ順）

○○○○ ○○○○ ○○○○
さいたま市西区宮前町１６２９－１

 http://www.aivs.co.jp  info@aivs.co.jp

賛賛賛賛

猪俣工業㈱
和光市本町１６－２

－－－－

○○○○         

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(1／9)

○○○○ ○○○○ －－－－ ○○○○

○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○

エヌエス環境㈱東京支社

東京技術センター

・・・・ ・・・・

東京都港区芝３－３－１４ニットクビル
４階

・・・・ ・・・・ －－－－ ・・・・

助助助助 会会会会 員員員員

・・・・

 inomata@inomata.co.jp

株式会社エイビス

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

○○○○ ○○○○

濃　度　計　量

（下段・特定計量）

○○○○ ○○○○

－－－－

○○○○

○○○○

－－－－

○○○○

○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○

○○○○ ○○○○

－－－－
 http://www.itoh-kohgai.co.jp  eigyo@itoh-kohgai.co.jp

㈱伊藤公害調査研究所埼玉
支社 さいたま市大宮区三橋三丁目１９５－

１

○○○○

 http://www.alpha-labo.co.jp

 info@is-engineering.co.jp

 info@alpha-labo.co.jp

アルファー・ラボラトリー㈱
分析センター さいたま市北区吉野町１－６－１４

 http://www.is-engineering.co.jp

アイエスエンジニアリング㈱
分析センター 三芳町上富緑１５８９－２

９９９９ . 会員名簿会員名簿会員名簿会員名簿  
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 343-0021

分析室　室長

辻塚　和宏

代表取締役社長 江藤　真吾 048-974-8011 048-974-8019

〒 345-0043

環境技術部

赤木　利晴

所長 野邉　隆幸 0480-37-2601 0480-37-2521

〒 338-0003

営業グループ

小高　浩靖

北関東技術センター長 梅澤　誠好 048-840-1100 048-840-1101

〒 335-0034

技術１部

大谷内　彰

代表取締役 能登　祥文 048-422-4857 048-422-3336

〒 336-0926

浦橋　三雄

代表取締役 石川　理積 048-873-6566 048-873-6566

〒 337-0033

鈴村　多賀志

鈴村　多賀志 090-7816-4974 048-683-7098

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 RXA04071@nifty.com

（アイウエオ順）

            
さいたま市見沼区御蔵１２４７－８

 http://www.kankyou-keisoku.co.jp  urahashi@kankyou-keisoku.co.jp

○○○○

㈱環境技研

戸田テクニカルセンター
○○○○

○○○○

○○○○ ○○○○

戸田市笹目２－５－１２

－－－－

○○○○ ○○○○ ○○○○

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(2／9)

－－－－

    

○○○○ ○○○○

環境計量事務所スズムラ

さいたま市緑区東浦和５－１８－８０

－－－－

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○

 http://www.kankyougiken.co.jp  center@kankyougiken.co.jp

環境計測㈱

さいたま事業所
○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○

    

○○○○

    

 kitakantoecc@kankyo-kanri.co.jp

○○○○

－－－－

○○○○

－－－－ ○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○

－－－－ ○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○

 k-tsujitsuka@oaso.jp

 akagi-toshiharu@ceri.jp

越谷市大林２７２－１

        

大阿蘇水質管理株式会社 ○○○○

部署　氏名

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

濃　度　計　量

（下段・特定計量）

 http://oaso.jp

 http://www.kankyo-kanri.co.jp

さいたま市中央区本町東３－１５－１２

○○○○ ○○○○

杉戸町下高野１６００番地

○○○○ ○○○○

㈱環境管理センター
北関東技術センター

 http://www.cerij.or.jp

一般財団法人
化学物質評価研究機構
東京事業所



― ６４ ― 

 

 

 

 
 

 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 360-0841

代表取締役

堀江　匡明

代表取締役 堀江　匡明 048-531-0531 048-531-0532

営業課

鯨井　幹雄

〒 350-0844

業務部技術営業G

久岡　正基

代表取締役 吉田　裕之 049-225-7264 049-225-7346

〒 355-0008

分析ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

持田  隆行

代表取締役 永沼　正孝 0493-39-5181 0493-39-5191

〒 340-0003

検査部

袴田　雅俊

工場長 緒方　尚夫 048-931-1331 048-931-5979

〒 348-0041

テクニカルグループ

清水　陽一郎

代表取締役 清水　政男 048-560-6222 048-560-6223

〒 365-0033

分析センター

長山　一茂

代表取締役社長 室岡　猛 048-541-3233 048-540-1148

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.kyowakako.co.jp/  k-nagayama@kyowakako.co.jp

（アイウエオ順）

○○○○ ○○○○ ○○○○
鴻巣市生出塚１－１－７

 http://kantokankyo.jp/  kanto.e.s@image.ocn.ne.jp

 hakamada-masatoshi@gms.kanto.co.jp

㈱関東環境科学 ○○○○

関東化学㈱草加工場 ○○○○

川越市鴨田５９２－３

 http://www.kansouken.co.jp

草加市稲荷１－７－１

－－－－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(3／9)

－－－－

○○○○

○○○○

協和化工㈱

羽生市上新郷５９９５－７

－－－－

○○○○ ○○○○ ○○○○

　　　　 ○○○○

 http://www.kanto.co.jp

    

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量

（下段・特定計量）

土

壌

騒

　

音臭

気

－－－－

－－－－

○○○○

－－－－ －－－－
 info@kankyoutekuno.co.jp

○○○○ ○○○○

－－－－

○○○○ ○○○○

 office@kansouken.co.jp

－－－－

○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○○○○○

㈱環境テクノ ○○○○ ○○○○

 http://www.kankyoutekuno.co.jp

東松山市大字大谷３０６８－７０

○○○○㈱環境総合研究所 ○○○○

○○○○

振

　

動

事 業 所 名

㈱環境工学研究所 ○○○○         

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水

質

大

気　連絡用Ｅメールアドレス

 k-kogaku@bi.wakwak.com

熊谷市新堀１６９－４　永田ビル



― ６５ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 360-0855

取締役

萩原  尚人

代表取締役 萩原　美澄 048-532-1655 048-532-1628

〒 330-0851

業務担当

塩田　芳久

代表取締役社長 富田　邦裕 048-668-7282 048-668-1979

分析担当

松井　祥夫

〒 330-0071

環境部

山田　規世

代表取締役社長 大島　一哉 048-835-3610 048-835-3611

〒 362-0052

技術部

安野　宏昭

代表取締役 今村 二八朗 048-780-6152 048-780-6154

〒 467-0012

佐藤 淳平

代表取締役 伊丹 勝司 052-853-2361 052-853-3701

〒 355-0156

代表取締役

仁平　仁

代表取締役 仁平　仁 0493-54-1236 0493-54-5114

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www2.odn.ne.jp/saikan/  saikan@pop02.odn.ne.jp

吉見町長谷１６４３－１５９

員員員員

・・・・

 sato@kotobuki-grp.com

愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通1-14
助助助助 会会会会

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(4／9)

－－－－

    ㈱埼玉環境サービス

（アイウエオ順）

    ○○○○     

・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・ －－－－ ・・・・

壽化工機㈱ 賛賛賛賛

 http://www.kotobuki-grp.com/

 http://www.kumagaya.co.jp

㈱コーヨーハイテック ○○○○     

 kht@koyo-corp.jp

上尾市中新井４０４－１

－－－－

○○○○ ○○○○

－－－－

    

 labo@kensetsukankyo.co.jp https://www.kensetsukankyo.co.jp/

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

部署　氏名

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量

（下段・特定計量）
　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

    ○○○○

－－－－

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○

○○○○

㈱建設技術研究所

 http://www.ctie.co.jp/renewal/index2.html

さいたま市浦和区上木崎１－１４－６

㈱建設環境研究所

○○○○

○○○○ ○○○○

㈱熊谷環境分析センター

○○○○ ○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

 nr-yamad@ctie.co.jp

 info@kumagaya.co.jp

さいたま市大宮区櫛引町１-２６８-１

－－－－

熊谷市大字高柳１－７

○○○○



― ６６ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 330-0855

顧問

山﨑　研一

代表理事 星野　弘志 048-649-5499 048-649-5543

理事・業務本部長

野口　裕司

〒 355-0133

検査測定部　部長

澁澤　義明

理事長 金井　忠男 0493-81-6074 0493-81-6753

〒 347-0057

環境メッシュ課長

鎗田　和男

代表取締役 宇和野　庄二 0480-63-1700 0480-63-1556

〒 340-0023

営業課

湊　康弘

代表取締役 箕田　芳幸 048-924-7151 048-928-3587

〒 350-0034

取締役

甲斐　恭子

代表取締役 甲斐　正満 049-224-8851 049-224-8365

〒 365-0001

営業部

齋藤　智則

代表取締役 大島　忠男 048-568-2500 048-568-2505

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

振
　
動

事 業 所 名

○○○○

一般社団法人
埼玉県環境検査研究協会

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

 news@saitama-kankyo.or.jp

さいたま市大宮区上小町
１４５０－１１

 http://www.saitama-kankyo.or.jp
○○○○

○○○○

○○○○

埼玉ゴム工業㈱ ○○○○ ○○○○

 http://www.saitamagomu.co.jp/mesh

加須市愛宕２－５－２４

公益財団法人
埼玉県健康づくり事業団

○○○○

○○○○

○○○○

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量

（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－－－－

－－－－

○○○○

 mesh@saitamagomu.co.jp

○○○○ ○○○○

 kankyou@saitama-kenkou.or.jp

－－－－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(5／9)

・・・・ ・・・・ －－－－ ・・・・

員員員員

・・・・ ・・・・ ・・・・

大起理化工業㈱

川越市仙波町４－１８－１９

－－－－

　　　　 　　　　 　　　　

○○○○ ○○○○

○○○○

 http://www.sangyobunseki.co.jp/

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.daiki.co.jp  saito@daiki.co.jp

（アイウエオ順）

賛賛賛賛 助助助助 会会会会
鴻巣市赤城台２１２－８

 http://www1.ocn.ne.jp/~daikieng/  daikikai@peach.ocn.ne.jp

 ias@sangyobunseki.co.jp

ダイキエンジニアリング㈱ 　　　　

○○○○

㈱産業分析センター ○○○○

吉見町江和井４１０－1

 http://www.saitama-kenkou.or.jp

○○○○ ○○○○

草加市谷塚町４０５

○○○○ ○○○○ －－－－



― ６７ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 338-0832

専務取締役

高橋  紀子

代表取締役 高橋　敬子 048-861-0288 048-861-0223

〒 339-0005

山田　宏

代表取締役社長 武田　敏充 048-756-4705 048-756-4760

〒 332-0035

土壌分析室

冨田　潤一

所長 緒方　信一 048-259-0750 048-254-5490

〒 331-0804

環境計測部

松本　利雄

代表取締役 寺木　眞一郎 048-666-2040 048-652-2228

〒 360-0853

代表取締役

藤澤　榮治

代表取締役 藤澤　榮治 048-533-8475 048-533-8475

〒 113-0034

機器営業部

斉藤　功一

代表取締役 押田　達也 03-5688-7402 03-3831-9829

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.tokyokaken.co.jp  saito-k@tokyokaken.co.jp

東京都文京区湯島３－２０－９

○○○○

 toe0697@eos.ocn.ne.jp

熊谷市玉井２０３２－４
○○○○ 　　　　

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(6／9)

・・・・ ・・・・ －－－－ ・・・・

員員員員

・・・・ ・・・・ ・・・・

㈱東京科研

（アイウエオ順）

賛賛賛賛 助助助助 会会会会

－－－－

(有)トーエー環境診断所 ○○○○

  

○○○○

 http://www.takamizawa-acri.com

○○○○

寺木産業㈱ ○○○○ ○○○○

 t-matumoto@teraki.co.jp

さいたま市北区土呂町１－５９－７

－－－－

○○○○ ○○○○

－－－－

　　　　 ○○○○

 takeda@takeda-eg.co.jp

○○○○

振

　

動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水

質

大

気

臭

気

土

壌
部署　氏名

騒

　

音

連絡担当者

濃　度　計　量

（下段・特定計量）
　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

　　　　 　　　　

－－－－

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○

中央開発㈱

ソリューションセンター
○○○○ 　　　　

 http://www.ckcnet.co.jp

川口市西青木３－４－２

㈱武田エンジニヤリング

○○○○ ○○○○

㈱高見沢分析化学研究所

○○○○ ○○○○ ○○○○

　　　　

○○○○

　　　　

 tomita@ckcnet.co.jp

 tkmzw@kj8.so-net.ne.jp

さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８

－－－－

さいたま市桜区西堀６－４－２８

　　　　



― ６８ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 333-0866

環境部環境分析課

浄土　真佐実

代表取締役社長 石田　廣 048-268-1600 048-268-8301

〒 330-0841

環境分析センター

石井 知行

執行役員 池村　彰人 048-871-6511 048-871-6515

〒 335-0013

技術開発ｾﾝﾀｰ

主　　任

技術開発ｾﾝﾀｰ所長 若林　信 大熊　純一 048-441-6301 048-441-6300

〒 343-0824

所　　長

横尾　克己

代表取締役 長島  惣平 048-961-6161 048-961-5111

営業課

村上　隆之

〒 336-0015

執行役員

営業統括部　部長

代表取締役 内藤  岳 鈴木　竜一 048-887-2590 048-886-2817

〒 338-0837

環境技術

グループ

所長 諫早　英一 高橋　誠 048-714-5001 048-844-8522

○○○○

○○○○

振
　
動

事 業 所 名

○○○○

㈱東京久栄 ○○○○ ○○○○ ○○○○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

 jodo@tc.kyuei.co.jp

川口市芝６９０６－１０

 http://www.kyuei.co.jp

○○○○

○○○○ ○○○○○○○○

㈱東建ジオテック
技術開発センター

○○○○ 　　　　

 http://www.tokengeotec.co.jp

戸田市喜沢２－１９－１

○○○○

㈱東京建設コンサルタント
環境モニタリング研究所　環
境分析センター

○○○○

○○○○

○○○○

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量

（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－－－－

－－－－

 center@tokengeotec.co.jp

　　　　 ○○○○

　　　　 ○○○○

 ishii-t@tokencon.co.jp

－－－－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(7／9)

○○○○
日本総合住生活㈱
技術開発研究所

○○○○ ○○○○

さいたま市南区大字太田窪２０５１－２

－－－－

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○

 http://www.tohokaken.co.jp/

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.js-net.co.jp  makotaka@js-net.co.jp

（アイウエオ順）

○○○○ ○○○○
さいたま市桜区田島７－２－３

 http://www.knights.co.jp  webmaster@knights.co.jp

 info@tohokaken.co.jp

内藤環境管理㈱ ○○○○

○○○○

東邦化研㈱
環境分析センター

○○○○

さいたま市大宮区東町１－３６－１

 http://www.tokencon.co.jp/

○○○○

越谷市流通団地３－３－８

○○○○ ○○○○ －－－－
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 350-1101

環境検査事業部

川野　吉郎

代表取締役 荒井　元義 049-232-0475 049-232-0650

〒 103-0011

営業部

赤沼　英雄

代表取締役 川本　和信 岡野　勝樹 03-5847-0252 03-5847-0255

〒 367-0048

和田　尚人

和田　英雄 0495-21-7838 0495-21-8630

〒 340-0102

環境R&D推進室

分析センター

環境R&D推進室長 赤澤　尚友 村田久美子 0480-42-0712 0480-42-6590

〒 358-0034

分析課

花田　克裕

代表取締役社長 松田　芳明 04-2935-0911 04-2934-6815

分析課

齋藤　友子

〒 342-0043

営業部

小川　和則

代表取締役 藤井　英司 048-981-4062 048-981-2414

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 k.ogawa@maruichi-f.co.jp

吉川市小松川６６９－５
助助助助 会会会会賛賛賛賛

・・・・

員員員員

 http://www.maruichi-f.co.jp

・・・・

 http://www.matsuda-sangyo.co.jp  hanada-k@matsuda-sangyo.co.jp

㈱マルイチ藤井

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(8／9)

（アイウエオ順）

・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・ －－－－

入間市根岸字東狭山６０

－－－－

　　　　　　　　

 bunseki@maezawa.co.jp

前澤工業㈱環境R&D推進室

 http://www.maezawa.co.jp

幸手市高須賀５３７

　　　　松田産業㈱開発センター ○○○○

　　　　○○○○

㈱本庄分析センター

 kawano-y@bml.co.jp

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

連絡担当者

部署　氏名

　　　　

 http://www.bl-tec.co.jp

東京都中央区日本橋大伝馬町14－
15 マツモトビル４F

ビーエルテック㈱ 賛賛賛賛

○○○○ ○○○○

本庄市南１－２－２０

 info@honjo-bunseki.jp

○○○○

振
　
動水

質
大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

濃　度　計　量

（下段・特定計量）
事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

㈱ビー・エム・エル
ＢＭＬ総合研究所

 http://www.bml.co.jp/

・・・・
 info@bl-tec.co.jp

川越市的場１３６１－１

○○○○

・・・・

　　　　

員員員員

○○○○

○○○○ －－－－

　　　　

　　　　

－－－－

○○○○

○○○○

－－－－

　　　　

・・・・

助助助助 会会会会

－－－－

・・・・ ・・・・

○○○○

・・・・
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 368-0072

セメントグループ

山下　牧生

所長 田中　久順 0494-23-6073 0494-23-6093

〒 330-0835

分　析

米田　哲也

所長 川上　紀 048-641-5191 048-641-8660

営　業

松本　忠司

〒 367-0114

代表取締役 根岸　順治 大気　吉松 0495-76-2232 0495-76-1951

作業環境　羽成

水質･土壌　根岸

〒 331-0811

営業部

木村　克年

支店長 中村　和弘 (TEL045-790-1284) 048-669-2661 048-669-2662

 〒 731-5128

LAセンター 営業部

営業チーム

代表取締役 吉川　惠 元木　宏  082-921-8840  082-921-2226

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

振
　
動

事 業 所 名

○○○○

三菱マテリアルテクノ㈱
環境技術センター

○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

 matutada@mmc.co.jp

さいたま市大宮区北袋町１－２９７

 http://www.mmtec.co.jp
○○○○

　事　業　所　所　在　地

○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○○○○○

ユーロフィン日本環境㈱埼玉
支店

○○○○ ○○○○

 http://www.eurofins.co.jp

さいたま市北区吉野町２－１４９１－１

○○○○山根技研㈱ ○○○○

 katsutoshikimura@eurofins.com

 info@yamane-eng.co.jp

濃　度　計　量

（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音

　　　　

臭
気

－－－－

－－－－

○○○○

－－－－

○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○

○○○○ ○○○○

－－－－

員員員員

・・・・

 ラボテック㈱ 賛賛賛賛

・・・・

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(9／9)

　　　　

三菱マテリアル㈱セメント事業
カンパニー　セメント研究所

○○○○

児玉郡美里町大字中里２

 http://www.yamane-eng.co.jp

・・・・

 広島市佐伯区五日市中央４-１５-４８

・・・・ ・・・・ －－－－ ・・・・

助助助助 会会会会

連絡担当者

部署　氏名

 http://www.mmc.co.jp  mkyamast@mmc.co.jp

横瀬町大字横瀬２２７０

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

（アイウエオ順）

 http://www.labotec.co.jp  la-center@labotec.co.jp
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会員情報に変更が生じた場合に、ＦＡＸによる連絡用原稿としてご利用下さい。 

 

 

 

 

 埼玉県環境計量協議会 事務局 御中（ＦＡＸ ０４８－６４９－５５４３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿の場合に下表の変更部分の名称を○で囲って下さい。 

 

 

変更実施日        年   月   日より実施 

 

変

更

内

容 

 

 

 

 

 

 

*******************************【事務局処理欄】******************************* 
 

Web表示内容（  ）     Webの PDF（  ）  

埼環協 News掲載名簿（  ） 配信用アドレス（  ） 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス
部署　氏名

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量

（下段・特定計量）

埼 環 協 会 員 情 報 変 更 届 

発信者 

変更又は訂正する情報内容にチェックを入れて下さい。 

□ 埼環協通信等の情報関係のＥメールアドレス 

□ 埼環協ホームページに掲載している表形式の内容 

□ 埼環協ホームページに掲載している PDFファイルの内容 

□ 埼環協ニュースに掲載している会員名簿（下表）の内容 
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埼玉県環境計量協議会 事務局 御中 

 ＦＡＸ ０４８－６４９－５５４３ 

 

 

 

 
 

 

 

当会誌について、ご意見、ご希望、ご感想等

がございましたら、このページをご利用頂い

て、事務局までＦＡＸして頂ければ幸いです。 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 御 社 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご 芳 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご連絡先 

-------------------------------------------------------------------- 
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編集後記 

 

さいなら、さいなら、さいなら 

また、どっかでお会いできるとよろしいなあ 

桜の花が咲くころはいつもこのような会話が繰り返されます。 

去る人、来る人、とどまる人 

なぜか、今年もとどまる人になりました。          （Ｓ） 

 

 

                

 

広報委員    

  

埼環協ニュース 238号 

発   行  平成 29年 4月 15日 

   発 行 人  一般社団法人 埼玉県環境計量協議会（埼環協） 

         〒330-0855  埼玉県さいたま市大宮区上小町 1450番地 11 

         (一社)埼玉県環境検査研究協会内 TEL 048-649-5499 

   印  刷  望月印刷株式会社 （TEL 048-840-2111㈹） 

(長) 前田 博範 (株)環境管理センター  村田 秀明 (公財)埼玉県健康づくり事業団 

(副) 清水 学 アルファー・ラボラトリー(株)  広瀬 一豊 埼環協顧問 

吉田 裕之 (株)環境総合研究所  小泉 四郎 埼環協顧問 

清水 文雄 環境計測(株) (事) 野口 裕司 (一社)埼玉県環境検査研究協会 

永沼 正孝 (株)環境テクノ (事) 倉内 香 (一社)埼玉県環境検査研究協会 

袴田 賢一 (一社)埼玉県環境検査研究協会    
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